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序     文 
 

日本国政府は、ケニア共和国政府の要請に基づき、同国の気候変動への適応のためのニャンド

川流域洪水対策計画にかかる概略設計調査を行うことを決定し、独立行政法人国際協力機構がこ

の調査を実施いたしました。 

 

当機構は、平成 20 年 11 月 30 日から平成 20 年 12 月 18 日まで概略設計調査団を現地に派遣い

たしました。 

 

調査団は、ケニア政府関係者との協議を行うとともに、プロジェクト対象地域における現地調

査を実施しました。帰国後の国内作業の後、平成 21 年 2 月 1 日から 2 月 7 日まで実施された概略

設計概要書案の現地説明を経て、ここに本報告書完成の運びとなりました。 

 

この報告書が、本プロジェクトの推進に寄与するとともに、両国の友好親善の一層の発展に役

立つことを願うものです。 

 

終わりに、調査にご協力とご支援をいただいた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 

 

平成 21 年 2 月 

 

独立行政法人国際協力機構 

理事  松本 有幸 



 

 

伝 達 状 
 

 今般、ケニア共和国における気候変動への適応のためのニャンド川流域洪水対策計画概略設計

調査が終了いたしましたので、ここに最終報告書を提出いたします。 

 

 本調査は、貴機構との契約に基づき弊社が、平成 20年 11月より平成 21年 2月までの 3ヶ月に
わたり実施いたしてまいりました。今回の調査に際しましては、ケニアの現状を十分に踏まえ、

本プロジェクトの妥当性を検証するとともに、日本の環境プログラム無償資金協力の枠組みに最

も適したプロジェクトの策定に努めてまいりました。 

 

 つきましては、本計画の推進に向けて、本報告書が活用されることを切望いたします。 

 

 

平成 21年 2月 

 

日本工営株式会社 

ケニア共和国 

気候変動への適応のためのニャンド川流域洪

水対策計画概略設計調査団 

業務主任 十倉 将 
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要     約 

① 国の概要 

ケニア共和国（以下、ケニアと称す）はアフリカ大陸東部の赤道直下に位置し、エチオピア、

スーダン、ソマリア、タンザニア、ウガンダなどの周辺国に囲まれている。国土面積は約 58 万
km2 を有し、人口は 3,610 万人（2006 年）である。国内の気候は地域によって異なっており、イ

ンド洋沿岸部の温暖な気候から内陸部の低平地における乾燥気候を経て、高原部の冷涼気候へ変

化している。国土面積の約 3 分の 2 以上に相当する広い範囲が乾燥・半乾燥地域に属している。 

ケニアの経済状況は、1990 年代後半に旱魃及びエルニーニョ現象による大雨のため農作物やイ

ンフラに深刻な被害が生じ、治安の悪化も加わり、2000 年にはマイナス成長となった。その後、

2003 年以降から 2007 年にかけて堅調に成長しており、GDP 成長率は 2003 年の 2.9%から 2007 年

には 7.0%へと増加傾向にある。しかしながら、GDP は 18,142 億 Ksh（244.3 億 USD 相当）であ

り、一人当たり GDP は 48,770Ksh（657USD 相当）にとどまっている。主要産業な農業であり、

GDP の 22.7%を占めている。主要な農産物はコーヒー、茶及び園芸作物である。農業に続く産業

は輸送・通信業及び製造業であり、GDP に占める割合はそれぞれ 11.4%及び 9.7%である。近年の

経済成長は輸送・通信業、小売業、製造業などに支えられたものである。なお、GDP の 2007 年

における産業別割合は、一次産業にて 23.2%、二次産業にて 15.7%、三次産業にて 49.5%、その他

（税など）にて 11.6%である。 

② 要請プロジェクトの背景、経緯及び概要 

ケニア政府は第 9 次国家計画（2002-2008）において、国家政策の最重要課題として持続的な経

済成長及び貧困削減を目的とした効率的な管理を掲げている。本プロジェクトの対象地域の属す

るキスム県及びニャンド県の最貧困率は、それぞれ 53%及び 69%であり、国内平均の 50%を超過

しており、最貧困率の改善が求められている。両県の主要な産業は農業であるが、両県の位置す

るニャンド川流域では 3 月から 5 月及び 11 月の雨季に洪水が頻発しており、経済成長の障害とな

っている。さらに、気候変動の影響により、プロジェクト対象地域を含むビクトリア湖の周辺地

域において日降雨量が 50mm を超過する降雨日数の増加が指摘されており、洪水管理体制を早期

に構築することが望まれている。 

上記の状況を鑑み、JICA による技術支援としてニャンド川流域統合洪水管理計画調査（MP 調

査）が実施された。同調査はニャンド川流域の洪水管理計画の作成及びパイロット事業の実施を

通じた洪水管理に関わる組織強化を目的として実施され、2008 年 12 月に現地調査を終了した。

MP 調査において、ニャンド川流域の下流部における洪水氾濫実績図が作成され、ケニア政府と

の協議のもと、同実績図において洪水被害の甚大である 24 の村が本プロジェクトの対象地域とし

て選出され、洪水管理に関わる対策が立案された。 

ケニア政府は、MP 調査の結果を踏まえ、ニャンド県及びキスム県に位置する 24 の村を対象地

域とした「気候変動への適応のためのニャンド川流域洪水対策計画」の環境プログラム無償資金

協力による実施を日本政府へ要請した。要請されたプロジェクトは洪水氾濫地域に位置する 24 村

において、洪水管理に関する構造物対策及び非構造物対策を一体的に実施し、洪水管理体制を構

築することを目的としている。要請されたプロジェクトの構成を表 1 及び表 2 に示す。 
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表 1 要請された構造物対策の構成 
分類 井戸 避難所 トイレ 

(10 室タイプ)
トイレ 

（2 室タイプ）

倉庫 カルバート 人道橋 堰 総数

施設数 11 4 6 3 2 44 7 1 78
出典：ニャンド川流域統合洪水管理計画調査 
 

表 2 要請された非構造物対策の構成 
No. 非構造物対策の名称 
1 コミュニティ洪水管理組織の構築 
2 構造物対策に対する維持管理訓練 
3 コミュニティの洪水管理訓練 
4 防災教育プログラム 
5 洪水管理についてのラジオ番組 
6 ポスターによる洪水管理の啓発活動 

出典：ニャンド川流域統合洪水管理計画調査 
 

③ 調査結果の概要とプロジェクトの内容 

 ケニア政府の要請を受けて、JICA は本概略設計調査を実施し、概略設計調査団が現地調査のた

め、2008 年 11 月から 2009 年 2 月の期間に 2 度にわたり派遣された。調査団はケニア政府からの

要請内容を確認し、各構造物対策の位置づけ及び仕様の妥当性を確認するとともに、構造物対策

の見直しを行った。検討作業における視点を以下に示す。 

(1) コミュニティ・ハザード・マップにおける避難場所及び避難経路と整合しているこ

と。 

(2) 用地の規模が十分であり、用地の提供について合意形成が図られていること。 

(3) 構造物対策が各村に平等に整備されること。 

(4) 将来の地形の変動による影響を回避し、使用することが可能であること。 

(5) 洪水の初期時に利用することが可能であること。 

検討作業の結果、環境プログラム無償資金協力として本プロジェクトにおいて実施することの

相応しい構造物対策及び非構造対策が結論付けられた。両対策の内容を表 3 及び表 4 に示す。 

表 3 本プロジェクトの構造物対策の構成 
分類 井戸 避難所 トイレ 

(10 室タイプ)
トイレ 

（2 室タイプ）

倉庫 カルバート 人道橋 堰 総数

施設数 11 4 6 3 2 44 5 1 76
出典：概略設計調査団 
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表 4 本プロジェクトの非構造物対策の内容 
No. パッケージ 概要 
1 コミュニティ洪水管理組織の

構築 
 

 1.1 コミュニティ洪水管理組

織の構築 
a) 組織化に関する訓練 
- コミュニティの啓発活動 
- 条例の作成 
- 組織化の訓練 
- 財務管理の訓練 
b) 基金調達のための提案書の作成に関する訓練（マニュアルの作成を

含む） 
c) 3 種類の掲示板の作成及び設置 
- ハザードマップの掲示板 
- 避難路の掲示板 
- 避難所の掲示板 

 1.2 構造物対策に対する維持

管理訓練 
a) 本プロジェクトにて整備される構造物対策の維持管理に関する講

義及び実地訓練 
b) 維持管理マニュアルの作成 

2 コミュニティの洪水管理訓練 a)  コミュニティの洪水管理の訓練 
- 洪水管理サイクルに関する教育 
- 応急処置の訓練 
b)  コミュニティ洪水管理マニュアルの作成 
c)  避難訓練の実施 
- コミュニティ内の連絡網を活用し、コミュニティ洪水管理組織によ

る主導のもと避難訓練を実施 
3 防災教育及び広報活動  
 3.1 防災教育プログラム a) 24 村に位置する 16 の小学校を対象とする。 

b) 防災及び洪水管理に関する教員の訓練 
c) 生徒用の教科書のレビュー及び修正 
d) 教科書の印刷 

 3.2 洪水管理についてのラジ

オ番組 
a) 長時間番組 
b) スポット CM 

 3.3 ポスターによる洪水管理

の啓発活動 
a) 3 種類のポスターの作成（①水と食料の備蓄と避難時の携行品、②

避難時の注意点及び③早期警戒） 
b) ポスターの配布 

出典：概略設計調査団 
注：洪水管理サイクルとは、洪水の段階に応じた対策を意味する。洪水の段階とは防御、軽減、対策、対応、復

旧及び復興を意味する。 
 

④ プロジェクトの工期及び概算事業費 

 本プロジェクトの全体工期は、交換公文の締結から工事完了まで約 23 ヶ月である。主要な工期

の内訳を以下に列記する。 

(1) 詳細設計、事前資格審査及び入札：約 5 ヶ月 

(2) 構造物対策の建設工事：約 17 ヶ月（完成検査を含む） 

(3) 非構造物対策の実施：約 20 ヶ月 

 本プロジェクトの概略事業費は 4.89 億円（日本側 4.82 億円、ケニア側 666 万円）である。 

⑤ プロジェクトの妥当性の検証 

 本プロジェクトにより、プロジェクト対象地域である 24 村において洪水管理体制が構築される。

本プロジェクトの直接的な裨益人口は、24 村の住民である約 2 万人である。ニャンド川流域にお

いて洪水管理に関する住民の知識が向上するとともに、避難安全が改善されることにより、洪水
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に対する安全性が改善される。本プロジェクトの運営・維持管理については、非構造物対策にお

いて洪水管理を目的とした住民組織を設立し、財務管理、維持管理及び洪水のサイクルに応じた

対応などの訓練を実施することにより、住民組織による運営・維持管理体制が構築される。さら

に、ケニア政府が本プロジェクトの終了後にわたって、以下に列記する事項について取り組むこ

とにより、本プロジェクトによる効果がより発現されるものと考えられる。 

(1) 住民組織に対する公的支援：本プロジェクトの非構造物対策において住民組織によ

る運営・維持管理体制が構築されるが、本プロジェクトの終了後に同組織による対

応が困難な状況が発生した場合には、ケニア政府が技術面及び資金面において同組

織を支援する。 

(2) 防災教育及び広報活動の継続：本プロジェクトの非構造物対策において実施される

防災教育、ラジオ番組の放送及びポスターの作成などのプログラムについて、ケニ

ア政府が本プロジェクトの終了後も継続的に実施する。防災教育については、ケニ

ア政府が防災教育を学校教育のカリキュラムに位置づけるとともに、教師用訓練マ

ニュアル及び小学生用教科書を他の村へ普及させる。ラジオ番組については、長時

間番組及びスポット CM の定期的な放送を継続する。さらに、洪水管理に関するポ

スターの更新及び配布を継続する。 

(3) 本プロジェクトの経験を他の村へ展開：ケニア政府が現地のリソースを活用し、本

プロジェクトにおける構造物対策及び非構造物対策の経験を他の村へ展開する。 
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洪水による影響を受けた
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プロジェクト対象地域である 24村の現況および位置図
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（洪水時の生活環境を改善す
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ニャンド川の現況。 
洪水時には広域にわたって越流が発生する。 

雨季にはニャンド川下流部において洪水が 
広域にわたって発生している。 

 
  

洪水時には水位が腰高まで上昇し、 
歩行者の往来も困難となる。 

 

洪水により床上浸水となった住宅。 

  

洪水により被害を受けた未舗装道路。 塩害により使用されなくなった浅井戸。 
洪水時の安全な水源の確保が求められている。 

 



  

安全な避難場所の確保を目的として、 
ニャンド川流域統合洪水管理計画調査（MP 調査）

により建設された避難所。 

MP 調査のパイロット事業により 
建設された井戸。洪水時にも使用できるよう 
手押しポンプを地上高 1.2m としている。 

  

洪水時の避難方向を示すために、 
MP 調査のパイロット事業により建設された 

掲示板。 

洪水時の避難場所の生活環境の改善を 
目的として、MP 調査のパイロット事業により 

建設されたトイレ。 
  

村内の避難場所である小学校へのアクセスが 

小川により断たれている。 
本プロジェクトにて小学校へのアクセスを 
確保するため、カルバートを整備する。 

洪水時にプロジェクト対象地域の最大の 
収入源である農地へのアクセスが断たれている。

本プロジェクトにて住宅地と農地のアクセスを 
確保するため、人道橋を整備する。 
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略語集 
 
1 名称 

1.1 組織 
CAAC Catchment Area Advisory Committee（流域支援委員会） 
CBO Community Based Organization（住民組織） 
CFMO Community-Based Flood Management Organization（コミュニティ洪水

管理組織） 
DANIDA Danish International Development Agency（デンマーク国際開発庁） 
DERC Disaster Emergency Response and Coordination（災害緊急対応・調整局）

DMC Disaster Management Committee（災害管理委員会） 
DOC National Disaster Operation Center（国家災害運営センター） 
EU European Union（欧州連合） 
GOK Government of Kenya（ケニア政府） 
GTZ Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit（ドイツ連邦政府

技術協力機構） 
IMF International Monetary Fund（国際通貨基金） 
KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau（ドイツ復興金融公庫） 
LVSC Lake Victoria South Catchment Area（南部ビクトリア湖流域事務所） 
MWI Ministry of Water and Irrigation（水資源省） 
NEMA National Environmental Management Authority（国家環境管理庁） 
NGO Non-Governmental Organization（非政府組織） 
NIB National Irrigation Board（国家灌漑局） 
NWRMS National Water Resources Management Strategy（国家水源管理戦略） 
R&R Relief and Rehabilitation Section（救助・復興課） 
SIDA Swedish International Development Agency（スウェーデン国際開発庁）

USAID United States Agency for International Development（米国国債開発庁）

WAB Water Appeal Board（水争議委員会） 
WB World Bank（世界銀行） 
WMO World Meteorological Organization（世界気象機関） 
WRMA Water Resource Management Authority（水資源管理庁） 
WRUA Water Resource Users Association（水資源使用者組合） 
WSB Water Service Board（水サービス委員会） 
WSP Water Service Provider（水サービス供給者） 
WSRB Water Service Regulatory Board（水サービス調整委員会） 
WSTF Water Service Trust Fund（水サービス信用基金） 
 
1.2 その他 

BS British Standard（英国国家規格） 
CAP Community Action Plan（コミュニティ・アクション・プラン） 
CMS Catchment Management Strategy（流域管理戦略） 
DDP District Development Plan（ディストリクト開発計画） 
EIA Environmental Impact Assessment（環境影響評価） 
E/N Exchange of Notes（交換公文） 



 

EPR Environmental Project Report（環境事業報告書） 
ERSWEC Economic Recovery Strategy for Wealth and Employment Creation（経

済再生戦略） 
GAEC Programme Grant Aid for Environment and Climate Change（環境プロ

グラム無償資金協力） 
NDMP National Disaster Management Policy（国家災害管理政策） 
NDP National Development Plan（国家開発計画） 
NPEP National Poverty Eradication Plan（国家貧困撲滅計画） 
NWRMS National Water Resources Management Strategy（国家水資源管理戦略）

PRA Participatory Rural Appraisal（参加型農村調査法） 
PRSP Poverty Reduction Strategy Paper（貧困削減戦略） 
PVC Polyvinyl Chloride（ポリ塩化ビニル） 
RC Reinforced Concrete（鉄筋コンクリート） 
uPVC Unplasticised Polyvinyl Chloride（無可塑ポリ塩化ビニル） 
VES Vertical Electrical Soundings（垂直探査法） 
WCQ-LVW
MP 

Water Quality Component of Lake Victoria Environmental 
Management Project（ビクトリア湖環境管理プロジェクトの水質コンポ

ーネント） 



 

2 単位 

 

広さ 体積 
cm2 = Square-centimeters (1.0 cm x 1.0 cm)
m2 = Square-meters (1.0 m x 1.0 m) 

cm3 = Cubic-centimeters 
  (1.0 cm x 1.0 cm x 1.0 cm) 

km2 = Square-kilometers (1.0 km x 1.0 km) m3 = Cubic-meters 
  (1.0 m x 1.0 m x 1.0 m) 

ha. = Hectares (10,000 m2) lit., l = Liter (1,000 cm3) 
  
長さ 重量・質量 
mm = Milimeters  mg = Milligrams 
cm = Centimeters ( = 10 mm) g = Grams (1,000 mg) 
m = Meters (= 100 cm) kg = Kilograms (1,000 g) 
km = Kilometers (= 1,000 m) 
inch = 2.54 cm 

ton = Metric tonne (1,000 kg) 
N = Newton (1kgm/s2) 

 kN = Kilo Newton (1,000 N) 
  
通貨 時間 
US$ = United State Dollars 

(US$1=JPY105.71) 
sec. = Seconds 
min. = Minutes (60 sec.) 

JPY = Japanese Yen hr. = Hours (60 min.) 
Ksh = Kenyan Shilling (Ksh1=JPY1.480) d = day 
  
その他  
% = Percent  
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第 1 章 プロジェクトの背景・経緯 

1-1 当該セクターの現状と課題  

1-1-1 現状と課題 

(1) 現状 

プロジェクト対象地域である 24 村はニャンザ州のニャンド県及びキスム県に属し、ニャンド川

流域の下流部に位置している。ニャンド川は 23,618km2 の流域面積を有し、河川延長は 153km で

ある。東方のティンデレト森林からカノ平野を経由し、西方のビクトリア湖へ流下している（図

1.1 を参照）。 
 

 

出典：ニャンド川流域統合洪水管理計画調査 

図 1.1 ニャンド川流域の位置図 
 

ニャンド川流域では毎年のように洪水が発生しており、1990 年代以降においては、1997～1998
年、2002 年、2003 年及び 2004 年に大規模な洪水が発生した。特に 1997～19998 年の洪水では、

エルニーニョの影響による継続的な降雨により、通常の 2 倍以上の降雨量を記録した。2002 年か

ら 2004 年におけるニャンド県の被災記録を表 1.1 に示す。洪水により毎年のように 3,000ha 以上

の農地が冠水し、10,000 人以上の被災者が発生している。 

表 1.1 ニャンド県における近年の洪水被害 

被災人口（人） 被災した教育施設（ヶ所）） 年 
死者 移転者 被災者 初等 中等 

冠水した農地 
(ha) 

2002 - 10,000 28,650 27 3 3,090
2003 6 5,000 15,000 40 5 3,000
2004 6 400 10,000 - - 4,000

出典：ニャンド川流域統合洪水管理計画調査 
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上記の状況を踏まえ、ニャンド川流域の洪水管理計画の作成を目的として、ニャンド川流域統

合洪水管理計画調査（MP 調査）が JICA により実施された。ニャンド川下流域の洪水は概ね次の

3 種類に分類される。すなわち、①ニャンド川本川からの氾濫、②ニャマサリア川における鉄砲

水、③局地的な豪雨に起因する局地的な洪水などである。MP 調査において、プロジェクト対象

地域を含む洪水の頻発している下流域を対象として、平水年及び既往最大における洪水氾濫実績

図（図 1.2 を参照）が作成された。既往最大洪水において、24 村の多くは水深 0.5m 以上の洪水氾

濫地域に位置し、約半数が水深 1.0m 以上となっている。 
 

  

  

出典：ニャンド川流域統合洪水管理計画調査 

図 1.2 ニャンド川下流域の洪水氾濫実績図(平水年及び既往最大) 
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(2) 課題 

頻発する洪水被害を改善するために、ケニア政府によりニャンド・プレ投資計画（Nyando 
Pre-investment Study）が 1983 年に策定された。同計画に基づき、水灌漑省（MWI）による事業の

実施が試みられてきたが、財政的な制約により、この約 20 年間において実現された事業はカノ平

野における小規模な灌漑事業と延長 4km の堤防の建設に限られている。同計画に基づいた施設整

備の進行しない状況を鑑み、世界気象機関（WMO）はビクトリア湖流域洪水管理戦略（Strategy for 
Flood Management for Lake Victoria）を 2004 年に策定し、構造物対策と非構造物対策による一体的

な対策を提案した。同戦略にて示された方向性は MP 調査に継承されており、住民参加を基本と

した構造物対策及び非構造物対策の一体的な実施の必要性が提案された。 

他方、ニャンド川の下流部のキスム、中流部のケリチョ及び上流部のティンデレトに位置する

3 つの観測所の記録によれば、過去 40 年間における年間降雨量はほぼ一定であるものの、日降雨

量の 50mm を超過する降雨日数が増加傾向にある。ケリチョ観測所における観測記録によれば、

年間平均気温は 1970 年代から 2000 年代にかけて約 1 度の上昇となっている。降雨日数に関する

回帰曲線は、年間平均気温の推移と同様の傾向にある（図 1.3 を参照）。気候変動が今後も継続し、

50mm/日以上の降雨日数が増加することにより、ニャンド川流域における洪水被害の増大が懸念

されている。 
 

 

出典：ニャンド川流域統合洪水管理計画調査 

図 1.3 降雨日数（50mm/日以上）及び年平均気温の推移 
 

プロジェクト対象地域である 24 村は、ニャンド川流域の洪水氾濫地域に位置しているうえ、気

候変動の影響による洪水被害の増大が懸念されている。同対象地域の最貧困率は国内平均を超過

しており、最貧困率の改善が望まれているが、毎年の洪水被害が主要産業である農業の障害とな

っている。同地域の経済成長を図るうえで、洪水管理体制を早期に構築することが必要である。 

1-1-2 開発計画  

(1) 上位計画 

1) 第 9 次国家開発計画（2002-2008） 

第 9 次国家開発計画（NDP：National Development Plan）において、国家開発の基本方

針及び戦略が示されており、最重要課題として持続的な経済成長と貧困削減へ向けた効

率的な管理が位置づけられている。プロジェクト対象地域の経済成長を図り、貧困率を

低減するうえで、プロジェクト対象地域の洪水対策の実施は国家開発計画の方針に整合

するものである。 

0

2

4

6

8

10

19
65

19
66

19
67

19
68

19
69

19
70

19
71

19
72

19
73

19
74

19
75

19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

T
h
e
 n

u
m

b
e
rs

 o
f 

R
a
in

y
 D

a
y
s

18.80

19.36

19.92

20.48

21.04

21.60

A
n
n
u
a
l 

M
e
a
n
 T

e
m

p
e
ra

tu
re

 (
o
C

)

Rainy day (more than 50 mm)

Annual mean temperature

Regression curve for rainy days



－1-4－ 

2) 国家貧困撲滅計画（1999-2015）及び貧困削減戦略ペーパー（2001-2004） 

 貧困撲滅へ向けた長期計画として、国家貧困撲滅計画（NPEP：National Poverty 
Eradication Plan）が 1999 年に策定された。さらに、同計画を踏まえた貧困削減戦略ペー

パー（PRSP：Poverty Reduction Strategy Paper）が 2001 年に策定された。貧困削減戦略ペ

ーパーは、国家開発計画の基本方針を踏襲し、「貧困削減」と「持続的な経済成長」を戦

略目標として定めている。プロジェクト対象地域の属するニャンド県及びキスム県の最

貧困率は国内平均である 50%を超過している。プロジェクト対象地域における洪水対策

を実施し、同地域の経済成長に寄与することを目的とした当プロジェクトは、貧困削減

戦略ペーパーの方針に整合するものである。 

3) 経済再生戦略（2003-2007） 

貧困削減戦略に基づく開発計画として、経済再生戦略（ERSWEC：Economic Recovery 
Strategy for Wealth and Employment Creation）が 2003 年に策定された。経済再生戦略は雇

用創出及び経済再生に焦点を当てており、教育、医療、インフラ及び雇用における改善

を最重要課題としている。また、最重要課題を達成するための基本方針として、災害管

理政策の策定及び実施を掲げており、①ダムの建設、②森林の伐採された流域の再生、

③堤防の建設及び④早期警戒システムの構築の必要性を示している。プロジェクト対象

地域における洪水対策を実施し、早期警戒システムを含む洪水管理体制の構築は、経済

再生戦略の基本方針に整合するものである。 

(2) セクター計画及び関連計画 

1) 国家災害管理政策 

国家開発計画及び貧困削減戦略ペーパーなどの上位計画を踏まえ、大統領府の国家特

別プログラム省により国家災害管理政策（NDMP：National Disaster Management Policy）
が 2006 年に策定された。国家災害管理政策は自然災害及び人的災害を含む多様な災害を

対象としており、洪水は重要分野の一つとして位置づけられている。特にエルニーニョ

の影響により 1997～1998 年に発生したカノ平野における洪水被害に対する対策の必要

性を指摘している。カノ平野に属し、洪水氾濫地域であるプロジェクト対象地域におい

て、洪水対策を実施する当プロジェクトは、国家災害管理政策の方向性に整合するもの

である。 

2) 国家水資源管理戦略（2005-2007） 

MWI により、国家水資源管理戦略（NWRMS：National Water Resources Management 
Strategy）が 2004 年に策定された。同戦略は、ニャンド川流域の下流部のカノ平原を洪

水の頻発地域として位置づけており、洪水の段階（洪水の防止、洪水の軽減、応急対応

及び復旧など）に応じた洪水対策の必要性を提言している。対応策として、施設整備及

び流出量を軽減するための措置などに加えて、洪水に対する住民の意識向上や応急対応

における能力強化などのソフト面の改善策が提示されている。本プロジェクトは構造物

対策と非構造物対策を一体的に実施することにより、住民組織を中心とした洪水管理体

制を構築することを目的とした総合的なプロジェクトであり、国家水資源管理戦略の方

向性と整合する。 



－1-5－ 

3) 水法（2002）及び水セクター改革プログラム 

水法（2002）の制定を受けて、水セクターにおける改革プログラムが進められている。

同改革プログラムにより、水セクターにおける政策立案の権限は MWI へ継承され、実施

に関する権限は新組織へ移管された。 

同法の制定により新規に設立された組織は、水資源管理庁（WRMA）、水サービス調

整委員会（WSRB）、水サービス信用基金（WSTF）、水サービス委員会（WSB）、水争議

委員会（WAB）、流域支援委員会（CAAC）、水サービス供給者（WSP）及び水資源使用

者組合（WRUA）などの計 8 つの組織に及ぶ。新組織の構成及び主要な役割を図 1.4 に

示す。MWI を頂点として、WRMA が水資源の管理及び水利権の発行に関する権限を担

い、WSRB が給水及び汚水サービスに関する国家レベルの権限を担っている。さらに、

流域レベル及びローカルレベルにおいて、水セクターに関するサービスを提供するため

の組織が配置されている。 

上述のとおり、国家水資源管理戦略（NWRMS）が MWI により策定された。洪水管理

に関する戦略が提示されており、WRMA は戦略の執行機関として、流域管理戦略

（CMS ：Catchment Management Strategy）の作成を担っている。すなわち、WRMA が流

域管理の観点から洪水管理の責務を担当している。本プロジェクトは WRMA を実施機

関として、洪水氾濫地域である 24 村における洪水管理体制の構築を目的としており、水

法及び水セクター改革プログラムの方向性と整合している。 
 

 

出典：ニャンド川流域統合洪水管理計画調査 

図 1.4 水セクターの組織構成 
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4) ニャンド川流域統合洪水管理計画（MP 調査） 

ニャンド川流域における統合洪水管理計画の作成及びコミュニティベースのパイロッ

ト事業の実施を通じた洪水管理に関する能力強化を目的として、JICA の技術支援による

MP 調査が実施された。同調査は 2006 年 6 月に開始され、2008 年 12 月に現地調査を終

了した。統合洪水管理計画において、短期（2007～2012 年）、中期（2013～2020 年）、長

期（2021 年以降）の 3 つの期間における構造物対策及び非構造物対策が提案された。 

MP 調査において、ニャンド川流域の下流部に位置する 5 つの村を対象としたパイロ

ット事業が実施された。パイロット事業には、堤防の強化、避難所の建設、道路の嵩上

げ及び井戸の建設などの構造物対策に加えて、洪水管理に関する住民組織の構築や避難

訓練、防災教育などの非構造物対策が実施された。各村におけるパイロット事業の構成

を表 1.2 に示す。 

本プロジェクトは、MP 調査において洪水被害の甚大な地域として位置づけられた 24
村を対象としている。さらに、パイロット事業の成果及び経験を踏まえ、構造物対策及

び非構造物対策による一体的な対策を実施するものである。 

表 1.2 ニャンド川流域統合洪水管理計画調査にて実施されたパイロット事業 
村 構造物対策 非構造物対策 

オデソ • 堤防強化 • 洪水管理のための住民組織の構築 
• 洪水管理サイクルに応じた訓練（避難訓練を含む）

コクワロ • 避難所の建設 
• 道路の嵩上げ 

• 洪水管理のための住民組織の構築 
• 洪水管理サイクルに応じた訓練（避難訓練を含む）

• 防災教育プログラム 
カシル • 井戸の建設 

• 道路の嵩上げ 
• 洪水管理のための住民組織の構築 
• 洪水管理サイクルに応じた訓練（避難訓練を含む）

コチエオ • 堤防強化 • 洪水管理のための住民組織の構築 
• 洪水管理サイクルに応じた訓練（避難訓練を含む）

カミワ及びスイワット • 河岸防護  
出典：ニャンド川流域統合洪水管理計画調査 

 

5) 県開発計画（2002-2008） 

第 9 次国家開発計画に基づき、県開発計画（DDP：District Development Plan）が策定さ

れた。キスム県及びニャンド県ともに、基本方針として人口増加に対応した住宅の整備、

貧困削減、HIV/AIDS の削減及び防災（洪水、旱魃、虫害など）における改善を提言して

いる。特に洪水に関しては、事前準備の重要性を提示するとともに、短期的な食料、医

薬品、臨時収容施設、テント、毛布などを含む救援物資の被災者に対する供給体制の構

築を提言している。さらに、構造物対策として、排水路の整備、堤防の整備、市街化さ

れていない地域における貯水機能の整備などを提言している。プロジェクト対象地域に

おける洪水管理体制の構築を目的とした本プロジェクトは両県の開発計画の方針と整合

している。 

1-1-3 社会経済状況 

(1) 社会状況 

ケニアの行政システムは、大統領府及び中央省庁から構成される中央政府のもと、州、県、デ

ィビジョン、ロケーション、サブ・ロケーションから構成される 5 つの地方行政レベルにより編
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成されている。プロジェクト対象地域はニャンザ州のキスム県及びニャンド県に位置し、13 のサ

ブ・ロケーションに属する 24 の村である。 

最新の国勢調査（1999 年）によれば、両県の人口は約 46 万人（キスム県：約 29 万人、ニャン

ド県：約 17 万人）である。両県の開発計画における人口増加率の推計値（3%/年）に従った場合、

両県の 2008 年の総人口は約 60 万人となる。他方、MP 調査において、コミュニティ調査が実施

された。同調査の結果、プロジェクト対象地域である 24 村の総人口は約 2 万人（推計値）であり、

約 2,500 世帯を有する。24 村の面積、人口及び世帯数を表 1.3 に示す。 

表 1.3 プロジェクト対象地域（24 村）の世帯数及び人口 
人口 県 ロケーシ

ョン 
サブ・ロケ

ーション 
村 面積

(km2)
世帯数

 男性 女性 子供 
ラエ・カニャ

イカ 
0.7 74 727 200 207 320

モウレム 0.7 104 1,862 500 460 902

カスレ 

ブワンダ 2.5 102 834 230 200 404
オテラ 0.6 48 489 100 120 260
カムガ 1.3 140 1,145 359 400 386

セントラ

ル・コルワ 

ニャルニャ 

オヨラ 1.2 70 800 180 200 420
カニャンゴ 1.1 61 342 182 155 不明アッパー・

ブワンダ コムワガ 1.0 57 570 100 120 350
コウィティ 1.1 198 1,169 309 360 500

ブワンダ 

セ ン ト ラ

ル・ブワン

ダ 
カ ム ゲ ッ

ト・ウグウェ

2.7 181 1,273 327 373 573

アニュロ コプド 3.5 106 1,020 240 300 480

キスム 

カニャグ

ァル  オゲニャ カニアオモ 2.7 34 322 80 80 162
コラル 1.8 188 2,000 460 530 1,010コレ 
ワシエセ 1.9 70 700 180 120 400
カマガガ 5.2 97 458 150 110 198アヘロ灌漑

スキーム ワンガヤ・モ

ンバサ 
3.1 66 800 200 210 390

オブンバ アチュオド

ホ 
4.4 108 2,100 400 600 100

カンゴ ワケシ 3.5 102 910 151 193 566
コジエム 1.7 103 836 300 136 400
カニルム 1.1 92 655 175 145 335

マギナ 

カディカ 3.1 123 742 230 172 340
ニャチョダ 6.4 135 787 197 210 380アイウェヨ 
マスネ 4.9 125 1,048 350 158 540

ニ ャ ン

ド 
オ ン ベ

イ・ワウィ

ディ 

ニャコンゴ コジュンガ 2.9 80 500 130 120 250
Total    59.1 2,464 22,089 5,730 5,679 9,666

出典：面積はニャンド川流域統合洪水管理計画調査における GIS からの算定値。 
出典：世帯数及び人口は同調査におけるコミュニティ調査（2008 年）による推計値。 
 

(2) 経済状況 

プロジェクト対象地域の属するキスム県及びニャンド県の主要産業は農業である。キスム県の

農業従事者の割合は 75%であり、ニャンド県における同割合は 52%である。主要な農産物はサト

ウキビ及び砂糖である。 

両県の開発計画における貧困率は、キスム県において 53%であり、ニャンド県において 69%で

ある。さらに、最貧困層（一人当たりの月支出額が 1,239Ksh 以下）の割合は、キスム県において

53%であり、ニャンド県において 69%である。両県の最貧困率は、国内平均の 50%を超過してい

る。 
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1-2 無償資金協力要請の背景・経緯及び概要  

(1) 要請の背景・経緯 

ケニア政府は第 9 次国家計画（2002-2008）において、国家政策の最重要課題として持続的な経

済成長及び貧困削減を目的とした効率的な管理を掲げている。プロジェクト対象地域の属するキ

スム県及びニャンド県の最貧困率は、それぞれ 53%及び 69%であり、国内平均の 50%を超過して

おり、最貧困率の改善が求められている。両県の主要な産業は農業であるが、両県の位置するニ

ャンド川流域では 3 月から 5 月及び 11 月の雨季に洪水が頻発しており、経済成長の障害となって

いる。他方、プロジェクト対象地域を含むビクトリア湖の周辺地域において、気候変動の影響に

より日降雨量の 50mm を超過する降雨日数の増加が指摘されており、洪水被害の増大が危惧され

ている。 

上記の状況を鑑み、JICA による技術支援として MP 調査が実施された。同調査はニャンド川流

域の洪水管理計画の作成及びパイロット・プロジェクトの実施を通じた洪水管理に関わる組織強

化を目的として実施され、2008 年 12 月に現地調査を終了した。MP 調査において、洪水氾濫実績

図が作成され、洪水被害の甚大である 24 の村が選定された。 

ケニア政府は、MP 調査の結果を踏まえ、ニャンド県及びキスム県に位置する 24 の村を対象と

した「気候変動への適応のためのニャンド川流域洪水対策計画」について、環境プログラム無償

資金協力による実施を日本政府へ要請した。要請されたプロジェクトは洪水氾濫地域に位置する

24 村において、洪水管理に関する構造物対策及び非構造物対策を一体的に実施し、洪水管理体制

を構築することを目的としている。 

(2) 要請内容 

プロジェクトの要請内容は、MP 調査における提案内容を踏襲し、構造物対策及び非構造物対

策から構成されている。構造物対策は、避難場所の確保を目的とした建築物（避難所、トイレ、

倉庫及び井戸など）及び避難経路の確保を目的とした土木構造物（人道橋、カルバート及び堰な

ど）から構成されている。構造物の総数は 78 である。構造物の工種別の施設数を表 1.4 に示し、

村別の構造物対策の構成を表 1.5 に示す。 

表 1.4 要請された構造物対策の構成（工種別） 
分類 井戸 避難所 トイレ 

(10 室タイプ)
トイレ 

（2 室タイプ）

倉庫 カルバート 人道橋 堰 総数

施設数 11 4 6 3 2 44 7 1 78
出典：ニャンド川流域統合洪水管理計画調査 
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表 1.5 要請された構造物対策の構成（村別） 
村 構造物 概要 村 構造物 概要 

カルバート(1) L=2m, W=3.5m, H=0.7m  人道橋 L=8m, W=2m, 木造 
カルバート(2) L=1m, W=3.5m, H=0.3m  カルバート(1) L=7m, W=3.5m, L=0.3m 
カルバート(3) L=1m, W=3.5m, H=0.3m  

カムゲッ

ト・ウグウ

ェ カルバート(2) L=5m, W=2.5m, H=0.6m 
カルバート(4) L=1m, W=3.5m, H=0.3m  コプド 井戸 手押ポンプ（100m 以下）

カルバート(5) L=2m, W=3.5m, H=0.7m  カルバート(1) L=5.5m, W=1.5m, H=0.8m
カルバート(6) L=2m, W=3.5m, H=0.7m  

カニアオ

モ カルバート(2) L=8m, W=3.5m, H=1.2m 

ラエ・カニ

ャイカ 

カルバート(7) L=2m, W=3.5m, H=0.7m  避難所 床面積 210m2 
井戸 手押ポンプ（100m 以下）  

コラル 
トイレ 2 室タイプ 

トイレ 10 室タイプ  ワシエセ 人道橋 L=30m, W=1.5m, 木造 
モウレム 

避難所  床面積 210m2  避難所 床面積 210m2 
カルバート(1) L=12m, W=5m, H=1.5m  トイレ 2 室タイプ 
カルバート(2) L=5m, W=2.5m, H=1.5m  

カマガガ 

人道橋 L=8m, W=1.5m, 鋼構造 
カルバート(3) L=1.5m, W=2.5m, H=0.5m  井戸 手押ポンプ（100m 以下）

カルバート(4) L=3.5m, W=2.5m, H=1.2m  カルバート(1) L=1.5m, W=8m, H=0.4m 

ブワンダ 

カルバート(5) L=13m, W=2.5m, H=1.2m  カルバート(2) L=2m, W=9m, H=0.4m 
カルバート(1) L=6m, W=3.5m, H=1m  カルバート(3) L=2.5m, W=6m, H=0.5m 
カルバート(2) L=8m, W=3.5m, H=2.5m  カルバート(4) L=1.5m, W=9.3m, H=0.5m
カルバート(3) L=12m, W=2.5m, H=1.5m  カルバート(5) L=1.5m, W=6.3m, H=0.5m
カルバート(4) L=4m, W=3.5m, H=1m  

ワンガ

ヤ・モンバ

サ 

カルバート(6) L=2m, W=5.5m, H=0.5m 

オテラ 

カルバート(5) L=1m, W=2.5m, H=0.6m  井戸 手押ポンプ（100m 以下）

井戸 手押ポンプ（100m 以下）  トイレ 10 室タイプ 
トイレ 10 室タイプ  カルバート(1) L=3m, W=4m, H=0.8m 

カムガ 

カルバート L=1.2m, W=2.5m, H=0.6m  

アチュオ

ドホ 

カルバート(2) L=2m, W=4m, H=1m 
井戸 手押ポンプ（100m 以下）  井戸 手押ポンプ（100m 以下）

カルバート(1) L=10m, W=5m, H=1.5m  
ワケシ 

カルバート L=1.3m, W=3.5m, H=0.6m
カルバート(2) L=10m, W=5m, H=1.5m  コジエム 井戸 手押ポンプ（100m 以下）

カルバート(3) L=1.5m, W=8m, H=0.5m  トイレ 10 室タイプ 
カルバート(4) L=2m, W=8m, H=0.8m  倉庫 床面積 55m2 
カルバート(5) L=2m, W=6m, H=1m  

カニルム 

井戸 手押ポンプ（100m 以下）

オヨラ 

カルバート(6) L=1.4m, W=5m, H=0.5m  井戸 手押ポンプ（100m 以下）

カルバート(1) L=2m, W=5m, H=0.3m  カルバート L=10m, W=2m, H=0.7m 
カルバート(2) L=1.2m, W=5m, H=0.3m  

カディカ 

人道橋 L=15m, W=1.5m, 鋼構造

カルバート(3) L=1.2m, W=5m, H=0.3m  カルバート(1) L=10m, W=1.5m, 鋼構造

カニャン

ゴ 

堰 W=7.6m, H=1.5m  カルバート(2) L=5m, W=3m, H=1.2m 
避難所  床面積 210m2  

ニャチョ

ダ 
人道橋 L=10m, W=1.5m, 鋼構造コムワガ 

トイレ 2 室タイプ  井戸 手押ポンプ（100m 以下）

カルバート L=8m, W=3.5m, H=1m  
マスネ 

トイレ 10 室タイプ 
トイレ 10 室タイプ  人道橋(1) L=12m, W=3.5m, 鋼構造

コウィテ

ィ 
倉庫 床面積 55m2  

コジュン

ガ 人道橋(2) L=12m, W=3.5m, 鋼構造

出典：ニャンド川流域統合洪水管理計画調査 
注：カルバートの L は河川横断方向の長さであり、W は河川流下方向の長さを意味する。 
 

要請された非構造物対策は、洪水管理組織の構築及び同組織の訓練などに加えて、洪水管理に

関する社会的啓蒙を意図した防災教育ならびに広報活動（ラジオ放送及びポスターの作成）など

が含まれている。非構造物対策として要請された 6 つのコンポーネントを以下に列記するととも

に、表 1.6 に非構造物対策の概要を示す。 

• コミュニティ洪水管理組織の構築 

• コミュニティの洪水管理訓練 

• 構造物対策に対する維持管理訓練 

• 防災教育プログラム 

• 洪水管理についてのラジオ番組 

• ポスターによる洪水管理の啓発活動 
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表 1.6 要請された非構造物対策の構成 
No. コンポーネント 概要 
1 コミュニティ洪水管

理組織の構築 
a) 組織化に関する訓練 
- コミュニティの啓発活動 
- 条例の作成 
- 組織化の訓練 
- 財務管理の訓練 
b) 基金調達のための提案書の作成に関する訓練（マニュアルの作成を含む） 
c) 3 種類の掲示板の作成及び設置 
- ハザードマップの掲示板（1 村当り 1 ヶ所） 
- 避難路の掲示板（1 村当り 10 ヶ所） 
- 避難所の掲示板（1 村当り 1 ヶ所） 

2 コミュニティの洪水

管理訓練 
a)  コミュニティの洪水管理の訓練 
- 洪水管理サイクルに関する教育 
- 応急処置訓練 
b)  コミュニティ洪水管理マニュアルの作成 
c)  避難訓練の実施（村内の連絡網を活用し、コミュニティ洪水管理組織による

主導のもと避難訓練を実施） 
3 構造物対策に対する

維持管理訓練 
a) 本プロジェクトにて整備される構造物対策の維持管理に関する講義及び実地

訓練 
b) 維持管理マニュアルの作成 

4 防災教育プログラム a) 24 村に位置する 16 の小学校を対象とする。 
b) 防災及び洪水管理に関する教員の訓練 
c) 生徒用の教科書のレビュー及び修正 
d) 教科書の印刷 

5 洪水管理についての

ラジオ番組 
a) 長時間番組 
b) スポット CM 

6 ポスターによる洪水

管理の啓発活動 
a) 3 種類のポスターの作成（①水と食料の備蓄と避難時の携行品、②避難時の

注意点及び③早期警戒） 
b) ポスターの配布 

出典：ニャンド川流域統合洪水管理計画調査 
 

1-3 我が国の援助動向 

防災を対象とした我が国による援助として、ニャンド川流域統合洪水管理計画調査が実施され

た。同調査の概要を表 1.7 に示す。 

表 1.7 防災を目的とした我が国による援助内容 
調査名称 分類 調査期間 概要 

ニャンド川流域

統合洪水管理 
計画調査 

マスタープラ

ン（技術協力） 
2006 年～

2009 年 
• ニャンド川流域における統合洪水管理計画の作成 
• コミュニティベースのパイロット事業の実施を通じた洪水

管理に関する能力強化の実施 
• 将来の洪水対策について短期（2007～2012 年）、中期（2013
～2020 年）、長期（2021 年以降）の 3 つの期間における構

造物対策及び非構造物対策の一体的な実施を提案 
出典：概略設計調査団 
 

1-4 他ドナーの援助動向  

 国際機関及び NGO による洪水管理に関わる援助内容を表 1.8 に示す。 
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表 1.8 国際機関及び NGO による援助内容 
援助機関 期間 内容 

ケア・ケニア 2004～2008 ニャンザ州及び西部州における開発支援プログラム 
ケニア赤十字 案件形成中 洪水管理支援プログラム 
世銀 2008～2015 西部ケニア住民主導型洪水軽減プロジェクト（USD 80 百万） 
SIDA／DANIDA 2005～2009 ケニア水衛生プログラム（水セクター改革プログラムを含む）（Ksh. 3,820 百

万） 
GTZ 2003～2013 水セクター改革プログラム（Ksh. 433 百万） 

出典：概略設計調査団 
 

(1) ケア・ケニア（Care Kenya） 

ニャンザ州及び西部州における開発支援プログラム（Development Assistance Program II in 
Nyanza and Western Provinces）の一環として、米国国際開発庁（USAID：United States Agency for 
International Development）による資金援助のもと、洪水軽減のためのフード・フォア・ワーク（Flood 
Mitigation Food for Work Project）が 2004 年 1 月に開始された。キスム県及びニャンド県に属する

11 のロケーションを対象として、道路の改修及び河川の開削が住民参加により実施された。同プ

ロジェクトは終了段階にある。さらに、給水衛生プログラムとして、水の安全な使用方法の普及

を目的としたソフト支援を実施中である。両プロジェクトにおける本プロジェクトとの重複はな

い。 

(2) ケニア赤十字 

ニャンド川流域における洪水管理を目的とした支援プログラムを検討中である。非構造物対策

を中心とした支援を想定しており、住民を対象としたワークショップを開催し、非構造物対策の

内容を具体化する予定である。支援プログラムの対象地域から本プロジェクトの対象地域である

24 村を除外するため、本プロジェクトとの重複はない。 

(3) 世界銀行 

ニャンド川流域の北側に位置するゾイア川において、西部ケニヤ住民主導型洪水軽減プロジェ

クト（Western Kenya Community Driven Development and Flood Mitigation Project）を実施中である。

住民組織の構築及び多目的洪水管理施設の整備（調整池、灌漑施設及び水力発電など）を目的と

している。ニャンド川流域を対象としている本プロジェクトとの重複はない。 

(4) SIDA、DANIDA 及び GTZ 

水セクター改革プログラムを執行するために、WRMA に対する技術支援、財務支援及び機材供

与を実施している。スウェーデン国際開発庁（SIDA：Swedish International Development Agency）
及びデンマーク国際開発庁（DANIDA：Danish International Development Agency）は WRMA 本部

の能力強化を対象としている。一方、ドイツ連邦政府技術協力機関（GTZ：Deutsche Gesellschaft fur 
Technische Zusammenarbeit）はタナ流域事務所及び北部ビクトリア湖流域事務所の能力強化を対象

としている。本プロジェクトとの重複はない。 



 

 

第 2章 プロジェクトを取り巻く状況 
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第 2章 プロジェクトを取り巻く状況 

2-1 プロジェクトの実施体制  

2-1-1 組織・人員 

(1) 水灌漑省（MWI：Ministry of Water and Irrigation） 

水法（2002）の制定を受けて、水セクターにおける改革プログラムが進行中である。水セクタ
ーにおける国家レベルの政策立案はMWIが従来通り担当し、実行に関わる権限は新設された各機
関に付与されることとなった。 

MWIの主な役割を以下に示す。MWIは国家水資源管理戦略（NWRMS）を策定しており、洪水
管理に関する国家レベルの責務を担っている。 

• 水セクターにおける政策及び制度の立案 

• 水セクター関係機関の調整及び指導 

• 水セクターの改革プログラムの執行  

• 水セクターに関する資金の提供 

MWIの組織体制を図 2.1に示す。大臣及び副大臣のもと事務次官が配置されており、水資源局
を含む 4つの局から編成されている。 
 

 

出典：水灌漑省 
注：組織改革の進行中であるため、副局長の正式名称は順次決定される予定である。 

図 2.1 水灌漑省の組織図 

大臣

事務次官

副大臣 /
水サービス

副大臣 /
水資源

水サービス局

 （局長）
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（局長）

灌漑・排水局
（局長）

土地干拓局
（局長）

副局長 /
計画・設計

副局長 / 評価

副局長 / 建設

副局長/
維持管理・運営

副局長/ 灌漑

副局長 / 排水

副局長*

副局長*

副局長*

副局長*

副局長*

副局長

副局長/
地下水調査

副局長/
地下水開発

副局長/ 表流水

副局長/ 水権



－2-2－ 

(2) 水資源管理庁（WRMA：Water Resource Management Authority） 

水法（2002）による水セクター改革プログラムに従い、WRMA が新設された。WRMA は国内
の水資源の管理、使用及び開発の執行を主な役割としている。WRMAの業務分掌を以下に示す。 

• 水資源の配給に関する基本方針、ガイドライン及び手続きの整備 

• 水資源管理に関する戦略のモニタリング及び評価 

• 水使用の許可に関する受付及び決定 

• 水使用の状況に関するモニタリング及び指導 

• 水資源の水質の保護及び汚染に対する規制 

• 流域の管理及び保護 

• 水使用に関する料金の決定 

• 水資源に関する情報の収集及び管理 

• 水資源の管理及び規制に関する他の機関との連絡 

WRMA本部には長官のもと 34名の職員が配置されている。国内を 6つの流域に分割し、各流
域に流域事務所が配置されている（図 2.2を参照）。プロジェクト対象地域は南部ビクトリア湖流
域事務所（LVSC）の管轄となる。各流域事務所には事務所長を含めて 24 名の職員が配属されて
いる。各流域事務所の管轄下には、さらにサブ流域事務所が設立されており、全国に 25ヶ所のサ
ブ流域事務所が存在する。各サブ流域事務所の職員数は 10名である。LVSCの管轄下には、キス
ム、ケリチョ及びキシイの 3つのサブ流域事務所が設置されている。 
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出典：水資源管理における水法の組織化報告書（SIDA） 
出典：年次報告書（南部ビクトリア湖流域事務所） 

図 2.2 水資源管理庁の組織図 
 

SIDA 及び DANIDA により立案された「水資源管理における水法の組織化報告書」（Report on 
Operationalisation of the Water Act 2002 in Water Resources Management）において、洪水管理に関す
る明確な権限はWRMAに対して定められていなかった。他方、MWIにより策定された国家水資
源管理戦略（NWRMS）に従い、WRMAは流域管理戦略（CMS）の作成を担っており、流域管理
の観点から洪水管理の責務を担当している。 
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(3) その他の関連機関 

1) 大統領府特別プログラム省（Ministry of State for Special Programmes、Office of the 

President Present）及び災害管理委員会(DMC：Disaster Management Committee) 

DMCが、国レベル及び地方レベルについて設立されており、国内の災害の調整及び管
理を担当している。国レベルの包括的な防災管理については、大統領府の特別プログラ

ム省の災害緊急対応・調整局（DERC：Disaster Emergency Response and Coordination）が
担当している。同局は国家災害運営センター（DOC：National Disaster Operation Center）
及び救助・復興課（R&R：Relief and Rehabilitation Section）から構成されている。地方レ
ベルについては、行政レベルに応じて、DMCが設置されている（図 2.3を参照）。 

災害には、洪水、旱魃、地すべり、地震、津波、伝染病及び交通事故などの自然災害

及び人的災害などの多様な災害が含まれている。災害時における救援及び応急対応を実

施するためには、総合的な対応が必要となるため、DMCは関係省庁及び NGOなどの関
係機関を含めるように構成されている。2008年にニャンザ州政府、キスム県代表及びニ
ャンド県代表などを交えた協議会が開催され、流域管理及び洪水管理を担当している

WRMAの地方レベルにおける災害管理委員会への参画が決定された。洪水管理における
国レベルの担当機関はMWIとなり、地方レベルではWRMAが事前対策を牽引する中心
機関として委員会構成員となった。 

 
 

出典：ニャンド川流域統合洪水管理計画調査 

図 2.3 災害管理委員会の組織図 

災害管理委員会の系列機関

大統領府特別プログラム省
災害緊急対応・調整局（DERC）

州災害管理委員会

（州委員長）

県災害管理委員会

（県委員長）

ディビジョン災害管理委員会

（ディビジョン委員長）

ロケーション災害管理委員会

（ロケーション委員長）

サブ・ロケーション
（副委員長）

サブ・ロケーション
（副委員長）

サブ・ロケーション
（副委員長）

サブ・ロケーション
（副委員長）

村レベル 村レベル 村レベル 村レベル
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2) ニャンド川水管理フォーラム 

MWI 及び WRMAによる協議を踏まえ、2006 年に 35名により構成されるニャンド川
水管理フォーラムが正式に発足した。フォーラムの目的は、①MP 調査の成果のモニタ
リング、②洪水管理に関わる問題についての水資源管理庁への提言、③住民と水資源管

理庁との意見交換の機会の提供、④他ドナーからの支援要請を含む MP 調査終了後の活
動の検討である。2008年 12月までに累計 11回のフォーラムが開催された。MP調査終
了後においても、上記の活動を継続する方針である。 

3) 水サービス信用基金（WSTF：Water Services Trust Fund） 

水法（2002）の制定を受けて、給水サービスの整備されていない地域に対する給水サ
ービスの資金を提供するために、水サービス信用基金（WSTF）が設立された。WSTFの
資金は政府資金、寄付及び補助金などである。WSTF の設立後、給水サービスを中心と
して約 600件の申請が提出された。申請された案件の総額は 40億 Ksh である。2005年
12 月までに 62 件の給水・衛生プロジェクトが実施された。各ドナーによる水サービス
信用基金への支援状況を下表に示す。 

表 2.1 ドナー別の調達可能な資金 

分類 基金の受取手 支援 資金額 
（百万 Ksh） 資金源 備考 

住民組織 
（CBO） 
（地方給水） 

水サービス 
委員会 
（WSB） 

1,800 SIDA／
DANIDA 

2009年 12月ま
でに支出され

る予定。  
18 GTZ 

500 KfW 

給水及び衛

生 水サービス供給者

（WSP） 
（都市給水） 

水サービス 
委員会 
（WSB） 940 EU 

2011年までに
支出される予

定。 

水資源管理 水資源使用者組合

（WRUA） 
水資源管理庁

（WRMA） 
500 SIDA 2008年 1月に

支出開始。 
出典： ニャンド川流域統合洪水管理計画調査 

 

洪水管理を含む水資源管理に関する資金提供を目的として、WSTF へ申請を行うのは
水資源使用者組合（WRUA）である。申請手続きは、WRUAが資金提供に関する提案書
を作成し、WRMA へ提案書を提出する。WRMA が同提案書を審査したうえ、WSTF へ
申請を行う。WSTFにて、申請書を評価したうえ、承認されれば資金がWRUAへ提供さ
れる。 

4) 水資源使用者協会（WRUA：Water Resource User Associations） 

水法（2002）の制定を受けて、水資源使用者組合（WRUA）は公的もしくは自発的に
水使用者、水辺の土地所有者及び関係者などにより結成された組織である。WRUAは水
資源の分配、管理及び保全を目的としており、WRMAが資金及び事務的な支援を行って
いる。WRUA が各地域の湖、水資源、地下水、泉、河川などに対して設立されており、
南ビクトリア湖流域においては 14のWRUAが設立されている。なお、WRUAは水資源
に関する管理の観点から、ため池などの洪水対策施設についても責任を担っている。 

2-1-2 財政・予算 

前節（2-1-1組織・人員）にて示した関係機関のうち、本プロジェクトの実施機関となるWRMA
の財政状況について示す。WRMAは運営費に対する以下の収入源を有する。 
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• 水使用許可料金（申請、更新、廃止及び変更） 

• 水使用料金 

• データ及び評価報告書に関する料金 

• 試験分析、資源調査及び評価に関するサービス料金 

主要な収入源は水使用料金であり、一般会計の歳入（2007/2008 年度）の 84 百万 Ksh.のうち、
51%を占めている。これに続く収入源は水使用許可に関する料金であり、同 45%を占めている。
同会計年度における一般会計の歳出は 77百万 Kshであり、歳入が超過している。他方、水セクタ
ーの改革プログラムの実施を含めた開発及びプロジェクト関連の財政状況については、ドナーに

よる資金援助に依存している傾向にある。 

表 2.2 水資源管理庁の 2007/2008 年度の財政状況 
項目 金額（百万 Ksh） 

一般会計   
歳入 表流水使用許可料金 13.4
 地下水使用許可料金 24.4
 水使用料金 42.9
 試験分析料金 1.3
 データ提供料金など 1.4
 入札料金 0.6
 合計 84.0
歳出  77.2
プロジェクト及び開発関連  
資金 ケニア政府開発補助金 13.0
 KWSP資金 242.6
 GTZ資金 1.0
 その他 7.7
 合計 264.3
支出 給水・衛生プログラム 120.1
 ケニア政府による開発 5.7
 水セクター改革プログラム 0.9
 合計 126.7
出典：水資源管理庁 
注：2007年 7月 1日～2008年 6月 30日における実績値 
 

2-1-3 技術水準  

本プロジェクトの実施機関となるWRMAに関する技術水準について示す。第 2-1-1節（組織・
人員）にて示したとおり、本プロジェクトのカウンターパートとなる LVSCは 25名の職員を有し、
水利権、水質及び流域に関する管理業務を担当する職員が配置されている。LVSCは、MP調査の
カウンターパートとしての経験を有し、本プロジェクトにおいても同役割を担う能力を有してい

るが、構造物における建設事業の調達に関する経験を有していない。 

LVSCには調達補助担当者が配置されており、5百万 Ksh以下の調達を管轄している。同額を超
過する調達についてはWRMA本部の管轄となる。WRMA本部には調達担当官が配置されており、
主に機材調達を行っているが、建設事業の調達に関する経験を有していない。本プロジェクトに

おいては、建設業者の事前資格審査、入札、契約交渉及び建設工事の品質・進捗管理などを適切

に実施するための支援が必要である。 
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2-1-4 既存施設・機材 

プロジェクト対象地域である 24村について、洪水時における避難状況について整理し、洪水管
理における課題を表 2.3に示す。 

表 2.3 24 村の避難状況及び課題 
村 洪水時の避難状況 課題 

1. ラエ・カニャイカ • 村内に避難所が存在しない。 
• 村民はモウレム村のラエ・カニャイ
カ小学校へ避難している。 

• モウレム村の避難所（ラエ・カニャイカ
小学校）への避難経路の確保が必要であ

る。 

2. モウレム • ラエ・カニャイカ村及び村内から
400 人超の避難者がラエ・カニャイ
カ小学校へ避難している。 

• ラエ・カニャイカ小学校及び関連施
設の容量が不足している。 

• ラエ・カニャイカ小学校において、避難
所の増設し、トイレ及び井戸などの関連

施設の整備が必要である。 

3. ブワンダ • 村民はブワンダ小学校へ避難して
いる。 

• ブワンダ小学校への避難経路の確保が必
要である。 

4. オテラ • 村内に避難所は存在しない。 
• 村民は、村内の高台に位置する近隣
の住宅へ避難している。 

 

• 高台の住宅への避難経路の確保が必要で
ある。 

5. カムガ • 村内のオフニュ小学校へ約 100人の
住民が避難している。 

• 2006年の洪水時には、同小学校での
避難生活が 1ヶ月間に及んだ。 

• ケニア赤十字により、オフニュ小学
校に水槽及び 3つのトイレが整備さ
れたが、容量が不足している。 

 

• オフニュ小学校における避難生活を改善
するために、トイレ及び井戸などの施設

の新設が必要である。 

6. オヨラ • 村内のオヨラ小学校へ避難してい
る。 

• 同小学校での避難生活が 1ヶ月以上
となる場合がある。 

• オヨラ小学校には、水槽が整備済み
であるが、容量が不足している。 

 

• オヨラ小学校の水源を確保するために、
井戸の新設が必要である。 

• オヨラ小学校への避難経路の確保が必要
である。 

7. カニャンゴ • 村内に避難所が存在しない 
• 村民は隣村のカデテ小学校へ避難
している。 

 

• カデテ小学校への避難経路の確保が必要
である。 

8. コムワガ • 村内に避難所が存在しない。 
• 村民は隣村のコウィティ村へ避難
している。 

 

• 避難所の新設が必要である。 

9. コウィティ • 村内に加えて、周辺の村の住民がレ
ル小学校へ避難している。 

• 同小学校の容量が不足している。 

• 避難所の容量を拡張するために、避難所
兼用の倉庫、トイレ及び井戸の新設が必

要である。 

10. カムゲット・ウグウ
ェ 

• 村民はオデガ市場へ避難している。
• 洪水時に農地へのアクセスが絶た
れ、収入源である農地の管理を行え

ない。 

• 洪水時に使用可能な農地へのアクセスを
確保する必要がある。 
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村 洪水時の避難状況 課題 
11. コプド • 村民はボウンド小学校へ避難して

いる。 
 

• ボウンド小学校の水源を確保する必要が
ある。 

12. カニアオモ • 村民はカロ AIC 教会へ避難してい
る。 

• 村内の西側を農地が占め、東側を住
宅地に使用している。洪水時に農地

へのアクセスが絶たれており、収入

源である農地の管理を行えない。 
 

• 洪水時に使用できる農地へのアクセスを
確保する必要がある。 

13. コラル • 村内に避難所が存在しない。 
• 村民の一部はアヘロ市街地へ避難
しているが、約 100人の住民は洪水
時に取り残されている。 

 

• アヘロ市街地へ避難できない住民に対す
る避難所を新設する必要がある。 

14. ワシエセ • 村内に避難所が存在しない。 
• 洪水時に一部の住民は、ミギンゴ村
及びラムラ村へ避難している。 

• 他方、洪水時に住宅地と農地を結ぶ
アクセスが確保されていない。 

 

• 農業は住民の収入源であり、洪水時に住
宅地と農地のアクセスを確保する必要が

ある。 

15. カマガガ • 村内の北部の住民はキゴチェ小学
校へ避難しているが、同小学校への

人道橋が老朽化している。 
• 村内の南部の住民はコガロキャン
プへ避難しているが、施設の容量が

不足している。 
 

• キゴチェ小学校への人道橋を改修し、安
全な避難経路を確保する必要がある。 

• コガロキャンプに避難所を新設する必要
がある。 

16. ワンガヤ・モンバサ • 村内の 100人以上の住民がオセンベ
小学校へ避難している。 

• 同小学校に浅井戸が存在するが、水
質に問題が発生している。 

 

• オセンベ小学校への避難経路を確保する
必要がある。 

• さらに井戸を新設する必要がある。 

17. アチュオドホ • 村民の半数がアチュオドホ小学校
へ避難している。浅井戸が UNICEF
により整備されたが、既往の洪水に

より被害を受けた。 
• 同小学校への避難経路に河川が存
在している。 

• アチュオドホ小学校に井戸を新設する必
要がある。 

• さらに、同小学校への避難経路を確保す
る必要がある。 

18. ワケシ • 村内のレギオ・マリア教会へ避難し
ている。 

• 村内に洪水時に使用可能な水源が
存在しない。 

 

• レギオ・マリア教会への避難経路を確保
する必要がある。 

• さらに、村内に井戸を新設し、水源を確
保する必要がある。 

19. コジエム • 村内に避難所が存在しない。 
• 村民はカニルム村のアポンド小学
校へ避難している。 

 

• 洪水時における井戸の新設が必要であ
る。 

20. カニルム • 村内のアポンド小学校へ避難して
いる。 

• 同小学校の敷地内には託児所及び
中学校が整備されているが、村内及

び村外から 100人超の子女が避難し
ており、容量が不足している。 

 

• アポンド小学校の容量を拡張するため、
避難所兼用の倉庫、トイレ及び井戸の新

設が必要である。 
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村 洪水時の避難状況 課題 
21. カディカ • 村内に避難所が存在しない。 

• 村民はカニルム村のアポンド小学
校へ避難している。 

• 村内の浅井戸は塩害により使用で
きない。 

 

• アポンド小学校への避難経路を確保する
必要がある。 

• 洪水時に使用可能な井戸を新設する必要
がある。 

22. ニャチョダ • 村民はニャチョダ小学校へ避難し
ている。 

• ニャチョダ小学校への避難経路を確保す
る必要がある。 

 
23. マスネ • 村民はアイウェヨ・ルオラ小学校へ

避難している。 
• 同小学校に浅井戸が存在するが、水
量が不足している。 

 

• アイウェヨ・ルオラ小学校への避難経路
を確保する必要がある。 

• さらに、井戸を新設する必要がある。 

24. コジュンガ • 村内に避難所が存在しない。 
• 村民は隣村のニャコンゴ小学校へ
避難している。 

 

• ニャコンゴ小学校への避難経路を確保す
る必要がある。 

出典：ニャンド川流域統合洪水管理計画調査 
 

2-2 プロジェクト・サイト及び周辺の状況  

2-2-1 関連インフラの整備状況  

プロジェクト対象地域の幹線道路は東西方向に横断している国道 A-1 号線である。同国道はキ
スム～ナイロビ間を結ぶ 2車線の舗装道路である。24村は同国道から奥まった地点に位置してい
るため、同村へのアクセスは国道から未舗装道路を経由することとなる。未舗装道路における交

通量は少なく、車両の通行する幅員は確保されているが、一部の未舗装道路の表面が隆起してお

り、雨季におけるアクセス性について留意する必要がある。 

水道普及率はキスム県において 69%であり、ニャンド県において 30%であるが、24村における
都市給水施設は未整備な状況であり、井戸による局地的な給水が行われている。電力は国道沿い

あるいは局地的に整備されているが、24村には普及していない。 

2-2-2 自然条件  

(1) 地形 

プロジェクト対象地域である 24村はニャンド川流域の下流部に位置する。標高は下流側のビク
トリア湖周辺の 1,130mから上流側の東方へ 1,200m以下の範囲に位置し、ほぼ平坦な地形である。
本概略設計調査において、構造物対策の候補地の地形測量を実施した。地形測量の対象施設は避

難所、トイレ、倉庫、人道橋、カルバート及び堰である。カルバートについては、延長 5m 超の
ものを対象とした。建築物については平面測量を実施し、土木構造物については平面測量及び横

断測量を実施した。地形測量の対象施設を表 2.4に示す。 
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表 2.4 地形測量の対象施設と内容 
No. 施設 位置 施設数 地形測量の内容 
1 避難所 ムレム村、コムワガ村、コラル村及びカ

マガガ村 
4 • 平面測量 

カムガ村（オフニュ小学校） 
コウィティ村（レル小学校） 
アチュオドホ村（アチュオドホ小学校） 
カニルム村（アポンド小学校） 

2 トイレ 
（10室タイプ） 

マスネ村（アイウェヨ小学校） 

5 • 平面測量 

コウィティ村（レル小学校） 3 倉庫 
カニルム村（アポンド小学校） 

2 • 平面測量 

カムゲット・ウグウェ村（1ヶ所） 
ワシエセ村（1ヶ所） 
カマガガ村（1ヶ所） 
カディカ村（1ヶ所） 
ニャチョダ村（1ヶ所） 

4 人道橋 

コジュンガ村（2ヶ所） 

7 • 平面測量 
• 横断測量 

ブワンダ村（2ヶ所） 
オテラ村（3ヶ所） 
オヨラ村（2ヶ所） 
コウィティ村（1ヶ所） 
カムゲット・ウグウェ村（1ヶ所） 
カディカ村（1ヶ所） 

5 カルバート 

ニャチョダ村（1ヶ所） 

11 • 平面測量 
• 横断測量 

6 堰 カニャンゴ村 1 • 平面測量 
• 横断測量 

出典：概略設計調査 
 

(2) 気象 

ニャンド川流域の下流部に位置するアヘロ観測所における年間平均気温は 25.4度である。月別
の平均気温は、年間を通じて 24.2度から 26.5度の範囲であり、安定して推移している。年間降雨
量は 1,000mmであり、年間を通じて 2つの雨季が存在する。3月から 5月における長い雨季と 11
月の短い雨季である。アヘロ観測所における平均気温及び降雨量を図 2.4に示す。 
 

 

出典：ビクトリア湖環境管理プロジェクトの水質コンポーネント（WCQ-LVWMP） 

図 2.4 ニャンド川下流部の降雨量及び気温（アヘロ観測所） 
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(3) 地下水調査 

MP調査において、地下水の予備調査を実施した。本プロジェクトの対象施設である 11ヶ所の
井戸を対象として、地表地質調査及び電気探査（垂直探査法）を実施した。予備調査の結果を表

2.5に示す。地下水の深さ（最大）は 80mから 130mの範囲である。 

表 2.5 各井戸の地下水予備調査の調査結果 
村 深さ（m） 

 最小 平均 最大 
モウレム 40 70 100
カムガ 50 90 130
オヨラ 60 100 130
コプド 40 70 100
ワンガヤ・モンバサ 60 80 100
アチュオドホ 40 60 100
ワケシ 50 80 110
コジエム 50 80 110
カニルム 40 60 80
カディカ 40 70 100
マスネ 40 70 100
出典：ニャンド川流域統合洪水管理計画調査 
 

(4) 地質調査 

プロジェクト対象地域に広がる土質は膨潤性粘土（Black Cotton Soil）である。プロジェクト対
象地域において送電線建設を実施したソンドゥ水力発電円借款事業の土質調査報告書（2005 年 8
月）によれば、表層土（地表から 0.4～0.8m 厚）の下には密な粘土層が広がっており、地耐力は
110～180 kN/m2である。これはわが国の建築基準によれば「堅いローム層（100 kN/m2）」と「密

実な砂質地盤（200 kN/m2）」程度の地耐力が期待できる。 

2-2-3 環境社会配慮  

(1) 環境影響評価（EIA） 

ケニアの環境法（Environmental Law）の第 58 項において、全ての開発行為に対する環境影響
評価（EIA：Environmental Impact Assessment）の実施が定められている。国家環境管理庁（NEMA：
National Environmental Management Authority）が環境影響評価に関する図書を審査し、審査結果に
基づいて環境影響評価ライセンスの発行を行う。環境影響評価ライセンスの発行が事業実施の条

件となる。環境影響評価の手順を表 2.6に示す。 
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表 2.6 ケニアの環境影響評価の手順 
段階 必要なアクション NEMAの審査 備考 

環境事業報告書の作成

（EPR：Environmental 
Project Report） 

• 事業主体は EPR を

NEMAへ提出する。 
• 可能性のある環境イン
パクト及び対策を EPR
に記載する。 

• 事業内容に関連する官
庁と協議し、EPR を審
査する。 

• 環境インパクトが限定
されたものであり、十

分な対策が検討されて

いる場合、環境影響評

価ライセンスを発行す

る。 

• EPRの提出から 45日以
内にNEMAはEPRの審
査を完了させる。 

環境影響評価報告書の

作成 
（EIA Study Report） 

• EPR にて特定された環
境インパクトについて

詳細調査を実施し、EIA
報告書（案）を提出す

る。 
• 同報告書（案）は公開
され、事業により影響

を受ける可能性のある

ステークホルダーを対

象とした公聴会を開催

する。 

• 事業内容に関連する官
庁と協議し、EIA報告書
（案）を審査する。 

• 内容的に問題なけれ
ば、60 日間に亘り報告
書を公開する。 

• 公開時及び公聴会のコ
メントに基づいて、事

業実施者は対応する。 
• 問題がなければ、EIAラ
イセンスを発行する。 

 

出典：国家環境管理庁のホームページ 
 

MP調査において、村別の環境事業報告書（EPR：Environmental Project Report）を作成し、NEMA
へ 2008年 11月に提出した。同報告書は NEMAにより 2009年 2月に承認された。 

なお、JICA環境社会配慮ガイドラインにおける本プロジェクトのカテゴリーは Cである。同ガ
イドラインにおける評価の背景を以下に示す。 

1) 本プロジェクトの構造物対策は小規模であり、環境面及び社会面におけるインパク
トは小規模である。 

2) 本プロジェクトの構造物対策は住民により提案されたコミュニティ・アクション・
プラン（CAP）に基づいて選定されている。さらに、選定基準として、①構造物が複
数の村にまたがらないこと、②他の村に影響を与えないこと、③用地の収用が確認

されていることなどが含まれている。 

3) 本プロジェクトによるインパクトとして、建設期間における建設廃棄物、騒音、振
動、工事にかかる事故などが予見されるため、以下の対策を講じる。 

i) 工事着手前に建設業者による工事内容及びスケジュールの説明会を住民に対
して実施する。 

ii) 工事業者に対して建設廃棄物の適切な処理を義務付ける。 

iii) 工事業者に対して建設事故の安全対策を義務付ける。 

iv) 工事業者に対して騒音及び振動が最小限となるよう工事スケジュールを配慮
させる。 
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(2) 土地収用 

 構造物対策の構成について、24村の住民組織（CBO：Community Based Organization）からの合
意書を取得済みである。各施設の用地については、住民からの寄贈により賄われるため、本プロ

ジェクトにおける土地収用は発生しない。 

2-3 その他 

 ケニアの第 9次国家開発計画（2002-2008）において、持続的な経済成長及び貧困削減が最重要
課題として位置づけられている。同計画に加えて、国家貧困撲滅計画（1999-2015）、貧困削減戦
略ペーパー（2001-2004）及び経済再生戦略（2003-2007）などの国家計画において、貧困削減は国
家レベルの重要課題として位置付けられている。 

プロジェクト対象地域の属するニャンド県及びキスム県の最貧困率は国内平均の 50%を超過し
ており、国内でも最貧困率の高い地域である。同地域の主要な産業は農業であり、毎年のように

発生している洪水が経済成長の障害となっている。本プロジェクトは、住民を中心とした洪水管

理体制を構築し、プロジェクト対象地域における洪水管理の改善を目的としている。したがって、

本プロジェクトは、国家計画にて最重要課題として位置づけられている貧困削減に対して寄与す

るものと解釈される。 

  

 



 

 

第 3章 プロジェクトの内容 



－3-1－ 

第 3章 プロジェクトの内容  

3-1 プロジェクトの概要 

(1) 上位目標及びプロジェクト目標 

第 9 次国家開発計画において、国家レベルの最重要課題として、持続的な経済成長と貧困削減
へ向けた効率的な管理を位置づけている。 

プロジェクト対象地域である 24 村が属するニャンド県及びキスム県の最貧困率は、それぞれ
53%及び 69%であり、国内平均の 50%を超過している。両県の主要産業は農業であるが、ニャン
ド川流域では毎年のように洪水が発生しており、同流域の経済成長及び貧困削減を図るうえで、

洪水管理が重要な開発課題となっている。 

洪水管理の改善を目的として、MP 調査が実施され、洪水氾濫実績図が作成された。プロジェ
クト対象地域である 24村は、同実績図においてニャンド川流域のなかでも甚大な洪水被害を受け
ている地域として位置づけられている。さらに、気候変動の影響により、ニャンド川流域の平均

気温及び降雨日数（50mm/日以上）は上昇傾向にあり、将来の洪水被害の増大が危惧されており、
洪水管理体制を早期に構築することが必要である。 

本プロジェクトは、ニャンド川流域における持続的な経済成長と貧困削減へ向けて、気候変動

による拡大する洪水被害に対する防災能力の向上を上位目標とする。本プロジェクトは、上位目

標の達成に寄与するために、プロジェクト対象地域における住民組織を中心とした洪水管理体制

を構築することをプロジェクト目標とする。 

(2) プロジェクトの概要 

プロジェクト目標を達成するために、本プロジェクトでは協力対象事業として、洪水管理のた

めの構造物の整備（構造物対策）ならびに住民の組織化訓練（非構造物対策）を実施する。洪水

管理体制を構築するためには、施設整備と組織づくりが肝要であり、本プロジェクトは構造物対

策と非構造物対策を一体的に実施するものである。本プロジェクトの概念図を図 3.1に示す。 



－3-2－ 

 

出典：概略設計調査団 

図 3.1 本プロジェクトの構成 
 

構造物対策は大きく 2 種類の構造物から構成される。1 つ目は、洪水時の避難場所の整備を目
的とした避難所、トイレ、倉庫及び井戸などの建築物である。2 つ目は、避難経路の整備を目的
としたカルバート、人道橋及び堰などの土木施設である。24 村に整備する構造物の総数は 76 で
あり、工種別の施設数を下表に示す。 

表 3.1 本プロジェクトの構造物対策の構成（工種別） 
分類 井戸 避難所 トイレ 

(10室タイプ)
トイレ 

（2室タイプ）
倉庫 カルバート 人道橋 堰 総数

施設数 11 4 6 3 2 44 5 1 76
出典：概略設計調査団 
 

ニャンド川流域統合洪水管理計画調査において、24村を対象としたコミュニティ・アクション・
プランが作成された。アクション・プランは住民参加により提案された構造物対策を示したもの

である。本概略設計調査の第一次現地調査において、各構造物の現地踏査を実施し、各構造物の

妥当性が確認された。同現地踏査の結果を踏まえ、本プロジェクトにおける村別の構造物の構成

を表 3.2に示す。 

プロジェクト目標

持続的な経済成長と貧困削減の達成上位目標

住民組織による洪水管理体制の構築

トイレ 倉庫

避難所

井戸

避難場所

人道橋

カルバート

堰

避難経路

避難安全の改善（構造物対策）

コミュニティ洪水管理組織の構築

（非構造物対策）

維持管理技術の

訓練
財務管理の訓練

資金獲得技術の

訓練

避難訓練など洪

水管理サイクル

に応じた訓練

住民の組織化

洪水管理に関する知識の普及および啓蒙

（非構造物対策）

防災教育の実施

ラジオ番組の

放送

ポスターの

配布

本プロジェクトの協力対象事業
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表 3.2 本プロジェクトの構造物対策の内容（村別） 
村 構造物 概要 村 構造物 概要 

カルバート(1) L=2m, W=4m, H=0.3m カルバート(1) L=7m, W=3.5m, H=0.3m 
カルバート(2) L=1.2m, W=5m, H=0.3m カルバート(2) L=5m, W=2.5m, H=0.6m 
カルバート(3) L=1.2m, W=2m, H=0.4m 

カムゲット・ウ

グウェ 
カルバート(3) L=30m, W=3.5m, H=1.0m

カルバート(4) L=1.3m, W=4.5m, H=0.3m コプド 井戸 手押ポンプ（最大 100m）
カルバート(5) L=2.7m, W=4.5m, H=0.6m カルバート(1) L=6m, W=2.5m, H=0.8m 
カルバート(6) L=1m, W=5m, H=0.3m 

カニアオモ 
カルバート(2) L=8m, W=3.5m, H=1.2m 

ラエ・カニ

ャイカ 

カルバート(7) L=1.5m, W=5m, H=0.3m 避難所 床面積 182m2 
井戸 手押ポンプ（最大 100m）

コラル 
トイレ 2室タイプ 

避難所  床面積 182m2 ワシエセ カルバート L=30m, W=1.5m, H=2.5m
モウレム 

トイレ 10室タイプ 避難所 床面積 182m2 
カルバート(1) L=12m, W=5m, H=1.2m トイレ 2室タイプ 
カルバート(2) L=15m, W=2.5m, H=1.5m

カマガガ 

人道橋 L=8m, W=1.5m, 鋼製 
カルバート(3) L=1.5m, W=2.5m, H=0.3m 井戸 手押ポンプ（最大 100m）
カルバート(4) L=2.3m, W=2.5m, H=1.2m カルバート(1) L=2.5m, W=6m, H=1m 

ブワンダ 

カルバート(5) L=12m, W=2.5m, H=1.2m カルバート(2) L=2.5m, W=8m, H=1m 
カルバート(1) L=6m, W=4m, H=1m カルバート(3) L=2.5m, W=5m, H=1m 
カルバート(2) L=8m, W=4m, H=2.5m 

ワンガヤ・モン

バサ 

カルバート(4) L=2.5m, W=5m, H=0.7m 
カルバート(3) L=12m, W=2.5m, H=1.5m 井戸 手押ポンプ（最大 100m）
カルバート(4) L=4m, W=3.5m, H=1m トイレ 10室タイプ 

オテラ 

カルバート(5) L=1m, W=2.5m, H=0.6m カルバート(1) L=2m, W=5m, H=0.8m 
井戸 手押ポンプ（最大 130m）

アチュオドホ 

カルバート(2) L=2.5m, W=5m, H=0.8m 
トイレ 10室タイプ 井戸 手押ポンプ（最大 110m）

カムガ 

カルバート L=1.2m, W=2.5m, H=0.6m
ワケシ 

カルバート L=1.3m, W=3.5m, H=0.6m
井戸 手押ポンプ（最大 130m） コジエム 井戸 手押ポンプ（最大 110m）
カルバート(1) L=8.2m, W=5m, H=0.4m 井戸 手押ポンプ（最大 80m）
カルバート(2) L=8.2m, W=5m, H=0.4m トイレ 10室タイプ 
カルバート(3) L=1.5m, W=8m, H=0.5m 

カニルム 

倉庫 床面積 41m2 
カルバート(4) L=2m, W=8m, H=0.8m 井戸 手押ポンプ（最大 100m）
カルバート(5) L=2m, W=6m, H=1m カルバート L=10m, W=2m, H=0.7m 

オヨラ 

カルバート(6) L=1.4m, W=5m, H=0.5m 

カディカ 

人道橋 L=15m, W=1.5m, 鋼製 
カルバート(1) L=2m, W=5m, H=0.3m カルバート(1) L=5m, W=3m, H=1m 
カルバート(2) L=1.2m, W=5m, H=0.3m カルバート(2) L=6m, W=4m, H=1.5m 
カルバート(3) L=1.2m, W=5m, H=0.3m 

ニャチョダ 

人道橋 L=10m, W=1.5m, 鋼製 

カニャン

ゴ 

堰 W=7.6m, H=1.5m 井戸 手押ポンプ（最大 100m）
避難所  床面積 182m2 

マスネ 
トイレ 10室タイプ コムワガ 

トイレ 2室タイプ 人道橋(1) L=12m, W=3.5m, 鋼製 
トイレ 10室タイプ 

コジュンガ 
人道橋(2) L=12m, W=3.5m, 鋼製 

倉庫 床面積 41m2    
コウィテ

ィ 
カルバート L=8m, W=3.5m, H=1m    

出典：JICA概略設計調査団 
注：カルバートの Lは河川横断方向の長さであり、Wは河川流下方向の長さを意味する。 
 

 本プロジェクトの非構造物対策は 3つのパッケージ及び 6つのサブパッケージから構成される。
パッケージ 1 は住民の組織化を目的とした「コミュニティ洪水管理組織の構築」である。サブパ
ッケージ 1.1 において、洪水管理に関する住民組織を形成し、条例の整備及び財務管理の訓練な
どを通じて、住民の自立かつ持続可能な組織化を図る。さらに、サブパッケージ 1.2 として構造
物対策の維持管理訓練を実施する。 

パッケージ 2 は「コミュニティの洪水管理訓練」であり、洪水管理サイクルに応じて住民が取
るべき対応の訓練を目的としている。洪水の防止、応急対応、避難及び復旧などの洪水のサイク

ルに応じた計画を作成する。同パッケージにおいて、避難訓練を実施する。 

パッケージ 3 は、防災知識の普及を目的として「防災教育及び広報活動」を実施する。3 つの
サブパッケージから構成されており、防災教育の実施（サブパッケージ 3.1）、洪水管理について
のラジオ番組の放送（サブパッケージ 3.2）及びポスターの作成（サブパッケージ 3.3）などが含
まれる。非構想物対策の構成を表 3.3に示す。 
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表 3.3 本プロジェクトの非構造物対策の内容 
No. パッケージ 概要 
1 コミュニティ洪水管理組織の

構築 
 

 1.1 コミュニティ洪水管理

組織の構築 
a) 組織化に関する訓練 
- コミュニティの啓発 
- 条例の作成 
- 組織化の訓練 
- 財務管理の訓練 
b) 基金調達のための提案書の作成に関する訓練（マニュアルの作成を含
む） 

c) 3種類の掲示板の作成及び設置 
- ハザードマップの掲示板 
- 避難路の掲示板 
- 避難所の掲示板 

 1.2 構造物対策に対する維

持管理訓練 
a) 本プロジェクトにて整備される構造物対策の維持管理に関する講義
及び実地訓練 

b) 維持管理マニュアルの作成 
2 コミュニティの洪水管理訓練 a)  コミュニティの洪水管理の訓練 

- 洪水管理サイクルに関する教育 
- 応急処置の訓練 
b)  コミュニティ洪水管理マニュアルの作成 
c)  避難訓練の実施 
- コミュニティ内の連絡網を活用し、コミュニティ洪水管理組織による
主導のもと避難訓練を実施 

3 防災教育及び広報活動  
 3.1 防災教育プログラム a) 24村に位置する 16の小学校を対象とする。 

b) 防災及び洪水管理に関する教員の訓練 
c) 生徒用の教科書のレビュー及び修正 
d) 教科書の印刷 

 3.2 洪水管理についてのラ

ジオ番組 
a) 長時間番組 
b) スポット CM 

 3.3 ポスターによる洪水管

理の啓発活動 
a) 3種類のポスターの作成（①水と食料の備蓄と避難時の携行品、②避
難時の注意点及び③早期警戒） 

b) ポスターの配布 
出典：概略設計調査団 
 

3-2 協力対象事業の概略設計  

3-2-1 設計方針  

(1) 基本方針  

プロジェクト目標に準拠し、本プロジェクトの基本方針はニャンド川流域において洪水被害の

甚大な地域において洪水管理体制を構築することである。本プロジェクトにおいて、ニャンド川

流域の下流部に位置する 24村を対象として、同体制を構築するために構造物対策及び非構造物対
策を一体的に実施する。 

MP 調査において、各村のコミュニティ・アクション・プランが作成され、本プロジェクトの
構造物対策及び非構造物対策の構成が提案された。ケニア政府の要請内容は同提案を踏襲したも

のである。本概略設計では、第一次現地調査において現地踏査を実施し、各構造物の位置づけ及

び仕様の確認を行い、必要に応じて見直しを行った。MP 調査から本概略設計調査にかけて実施
された検討内容を以下に示す。 
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1) MP 調査における検討内容（24 村の選定） 

洪水の頻発しているニャンド川流域の下流部において洪水氾濫実績図を作成し、洪水

被害の甚大である 4 つのロケーションを選定した。同ロケーションを対象として、住民
公聴会が開催され、優先候補地区として 24の村が選定された。同選定結果について、ニ
ャンド川水管理フォーラムにおいて協議し、24村を優先地区として選定することについ
て承認が得られた。 

2) MP 調査における検討内容（構造物対策及び非構造物対策の立案） 

選定された 24村において、参加型農村調査法（PRA：Participatory Rural Appraisal）を
実施し、24村におけるコミュニティハザードマップ及びコミュニティ・アクション・プ
ランが作成された。ハザードマップをもとに、村内の避難経路及び避難場所を確認した

うえ、洪水管理において住民の希望する対策を協議し、コミュニティ・アクション・プ

ランが立案された。 

アクション・プランにおいて提案された構造物対策について、①村内の洪水対策に関

連すること、②複数の村にまたがらないこと、③他の村へ悪影響を与えないこと、④既

存の地権を侵害しないことなどの 4 つの条件を設定し、本プロジェクトの候補施設の選
定が行われた。 

3) 本概略設計調査における検討内容（構造物対策及び非構造物対策の見直し） 

MP 調査において提案された構造物対策について、各構造物の位置づけ及び仕様の妥
当性を確認するとともに、測量を実施した。同確認作業及び測量の結果を踏まえ、構造

物対策の見直しを行った。確認作業における視点を以下に示す。 

① 建築物（井戸、避難所、トイレ及び倉庫）における視点 

• コミュニティ・ハザード・マップにおける避難場所と整合していること。 

• 用地の規模が十分であり、用地の提供について合意形成が図られていること。 

• 構造物対策を各村に平等に整備するため、既存の避難所が存在する場合には避難所
の新設は行わず、井戸、トイレ（10 室タイプ）及び倉庫のうち必要な施設を整備す
ること。避難所を新設する場合にはトイレ（2室タイプ）を併設すること。 

• ただし、モウレム村のラエ・カニャイカ小学校は村内及び周辺の村の避難所となっ
ており、避難者が 400人超となっていることを踏まえ、避難所、井戸及びトイレ（10
室タイプ）を整備する。 

② 土木施設（カルバート、人道橋及び堰）における視点 

• コミュニティ・ハザード・マップにおける避難経路と整合していること。 

• 将来の地形の変動による影響を回避し、使用することが可能であること。 

• 洪水の初期時に利用することが可能であること。 

MP調査から本概略設計調査における検討内容を図 3.2に示す。 
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出典：概略設計調査団 

図 3.2 構造物対策及び非構造物対策の検討フロー 
 

本概略設計における確認作業の結果、以下の構造物対策について変更が必要となった。 

• 構造物対策の位置づけの確認による変更：ワンガヤ・モンバサ村では避難経路の確
保を目的として、6つのカルバートが計画されていた。避難路及び排水路の改修工事
が国家灌漑局（NIB）により実施されたことが確認されたため、2つのカルバートに
ついて対象外とした。 

• 構造物対策の仕様の確認による変更（パイプカルバート）：パイプカルバートの維持
管理（管内の堆積物の清掃）を行えるよう、管径 600mmのパイプカルバートのうち、

洪水氾濫実績図の作成

優先地区として4つのロケーションを選定

4つのロケーションにおいて住民公聴会の開催

プロジェクトの候補地区として24村の選定

ニャンド川水管理フォーラムにおいて24村の承認

24村における参加型農村調査法（PRA）の実施

24村におけるコミュニティハザードマップの作成

24村におけるコミュニティアクションプラン（CAP）の作成

24村における構造物対策の選定

MP調査におけるパイロッ

ト事業の評価

1

2

10

4

5

7

6

8

3

9

(1)コミュニティレベルの洪水対策に関連すること

(2)複数のコミュニティ間にまたがらないこと

(3)他のコミュニティに悪影響を与えないこと

(4)既存の地権を侵害しないこと

(1)構造物対策の規模および仕様の設定

(2)非構造物対策の構成の作成

11

構造物対策および非構造物対策の妥当性の確認12

(1)現地踏査による位置づけの確認

「確認結果」

・排水路の改善されたワンガヤ・モンバサの2つのカルバー

　トを対象外とする。

(2)地形測量による規模の確認

(3)現地踏査による仕様の確認

「確認結果」

・パイプカルバートの清掃を行えるよう、最小管径を600mm

　から900mmに変更およびボックスカルバートへ変更

・人道橋の取り付け部の護岸整備を追加

・木造の人道橋をカルバート式もしくは鋼製に変更

・避難所の基礎の安定性を確保するため、外構を追加

優先地区

として

24村の選定

構造物対策

および

非構造物対策

の計画立案

構造物対策

および

非構造物対策の

見直し

ニャンド川流域

統合洪水管理

計画調査

（MP調査）

本概略設計

調査

構造物対策の選定条件の設定

構造物対策および非構造物対策の計画立案



－3-7－ 

長いものは管径 900mm に変更する。さらに、管径 900mm 以上のものについても、
延長の長いもの及び本数の多いものは、維持管理が容易となるようにボックスカル

バートへ変更する。 

• 構造物対策の仕様の確認による変更（人道橋）：人道橋の取り付け部の洗掘を防止す
るために護岸整備を実施する。さらに、木造の人道橋については、耐久性を向上す

るために、カルバートに変更する。 

• 構造物対策の仕様の確認による変更（避難所）：避難所の基礎を安定させるために、
建物周辺の地表部をコンクリート打ちとし、側溝を整備する。 

(2) 自然条件に対する方針 

プロジェクト対象地域は年間に 2つの雨季を有しており、3月から 5月における長い雨季と 11
月の短い雨季が存在する。同時期に洪水が頻発していることを踏まえ、MP 調査のパイロット事
業における避難所、トイレ及び井戸などの建築物の床高は地上高 1.2mに設定された。本プロジェ
クトにおける避難所、トイレ、倉庫及び井戸の床高は、パイロット事業での方針を踏襲し、地上

高 1.2mとする。 

また、構造物対策のサイトへのアクセスは未舗装道路を経由することとなる。工程計画の作成

にあたっては、両雨季による建設工事への影響を踏まえたうえ、工事期間を設定する。 

建築物の耐震基準（1973 年版）によれば、プロジェクト対象地域はゾーン VI の地震区域に属
し、建物用途は Class A（集会用途の建築物）に属する。ケニアにおいて地震が発生していること、
本プロジェクトの対象施設が防災施設であることなどを踏まえ、避難所、トイレ及び倉庫などの

施設については耐震性を考慮する。地震に関する観測データが存在しないため、既往地震の震度

については明らかではない。したがって、既往の地震における状況を踏まえて震度を想定する。

建築物への被害が発生していないこと、市民が地震を感じたことなどを踏まえた地震せん断係数

を設定する。 

(3) 社会経済条件に対する方針  

本プロジェクトの終了後、住民組織により構造物の維持管理及び洪水管理に関わる活動が実施

される。一方、プロジェクト対象地域はケニア国内の中でも最貧困率の高い地域であり、適切な

維持管理の技術と住民参加意識の向上が事業の持続可能性を高める上で重要となる。 

本プロジェクトの非構造物対策において、建設事業の開始時期から住民組織の構築を開始し、

参加意識の向上と能力強化を図る。さらに、維持管理及び資金管理に関する訓練を実施し、技術

面及び資金面における体制を整備するとともに、公的支援を受けられる体制を構築し、持続的な

運営・維持管理体制を整備する。運営・維持管理に関する方針は本節の第 6項に示す。 

(4) 建設事業／調達事情に対する方針 

現地調査において、実施機関となる WRMA は機材調達に関する経験を有するものの、建設事
業に関する経験を有していないことが明らかとなった。したがって、建設事業に関する入札段階

及び工事段階における邦人専門家の投入が、進捗管理及び品質管理を行ううえで必要である。プ

ロジェクト管理体制の検討に際し、邦人専門家の投入の必要性を踏まえたうえ、以下の事項によ

り邦人専門家の投入量について配慮する。 

• 調達代理機関の邦人要員の派遣：事前資格審査（PQ）及び入札に関する期間につい
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て、PQ 及び入札における WRMA への支援を目的として、調達代理機関の邦人要員
を派遣する。工事着工後においても、WRMAへの支援及び本プロジェクトの全体監
理を目的として邦人専門家を派遣する。 

• 構造物対策の実施における邦人技術監理者の派遣：詳細設計及び入札図書の作成時
ならびに契約交渉時に邦人技術監理者を派遣する。PQ 及び入札の期間については、
同技術者の派遣は行わない。さらに、建設工事の施工監理において邦人技術監理者

の派遣を行う。ただし、構造物が小規模であることを踏まえ、常駐監理として派遣

しないこととし、現地専門家の活用を図ることとする。 

• 非構造物対策の実施における邦人専門家の派遣：非構造物対策については、各パッ
ケージの入札、契約交渉、初動時及び終了時に邦人専門家を派遣する。 

(5) 現地業者の活用に係る方針 

首都ナイロビ及びキスムに本社または支社を置く施工業者に対して、ヒアリング調査を実施し、

以下の事項が判明した。 

• ナイロビに拠点を置く施工業者の企業数は多く、会社規模や施工経験から、建設工
事を円滑に施工が可能と想定される複数の企業が確認された。 

• キスムに本社または支社を置き、類似工事を施工した経験を有する施工業者は、5 社
程度である。キスムに拠点を置く施工業者の多くは、従業員が数名の小規模企業で

ある。各社は小規模ながら、本邦草の根無償による小学校案件を施工した建設会社

が含まれる。24 村及び 76 ヶ所に展開し、比較的規模の大きい本プロジェクトを担
当可能な会社は限定される。 

上記の調査結果を踏まえ、現地業者の活用に係る方針は以下の通りとする。 

• 入札において、複数の施工業者による自由競争を行う環境を創出し、プロジェクト
の質の向上とコストの縮減に努める。 

• キスム周辺の企業において、受注者となり得る施工業者は限定されるため、ナイロ
ビを含めた広い範囲の業者を候補企業とする。 

• キスムの中小企業は、地元での施工経験を通じてコミュニティとのつながりが深く、
地元労働者を集めるノウハウを有しているため、下請会社としてプロジェクトに参

加することが可能である。 

• ナイロビの施工業者の参入を前提とし、施工現場へアクセスの良い幹線道路沿いに、
施工業者の現場事務所と施工ヤードを建設する計画とする。 

• 土工事などの単純労働はプロジェクト対象地域の住民を労働者として活用すること
が可能である。現地雇用を確保することを目的として、施工業者に対して地元住民

からの雇用を優先することを入札図書に示す。 

(6) 運営・維持管理に対する対応方針 

 本プロジェクトにおいて非構造物対策により、コミュニティ洪水管理組織を構築する。同組織

により、構造物の維持管理及び洪水管理を実施する。非構造物対策において、コミュニティ洪水

管理組織の組織化、洪水管理サイクルに応じた計画の立案、構造物の維持管理及び資金管理など

に関する訓練を実施する。資金管理の訓練においては、建設事業の人夫代ならびに住民組織への
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登録料などによる運営・維持管理費の資金について合意形成を図るとともに、公的資金による支

援を得られるよう資金獲得のためのプロポーザルの作成方法についての訓練も行う。なお、コミ

ュニティ洪水管理組織により対応が困難な事象が発生した場合に公的支援が得られるよう維持管

理体制を構築する。 

(7) 施設及び機材などのグレードの設定に係る方針 

 本プロジェクトの構造物の材料は、プロジェクト実施後の維持管理を住民組織が行えることを

前提として、国内にて入手可能な材料及び工法を採用する。規格については、国内規格及び国内

にて採用されている英国国家規格（BS：British Standard）を適用する。概略設計における現地踏
査の結果を踏まえ、井戸及び人道橋については、以下の事項について留意する。 

• 井戸：プロジェクト対象地域の既存の浅井戸は塩害により使用できない状況が確認
された。本プロジェクトでは深井戸とし、建設時に水量試験及び水質試験を実施す

ることにより、井戸の品質を確保する。さらに、井戸の安全性を確保するために、

計画深度は予備調査における最大深さを採用することとし、両試験の結果をもとに

最終的な深度を決定する。 

• 人道橋：現地調査において木造の人道橋が既往の洪水により被害を受けていること
が確認された。本プロジェクトにおける人道橋は耐久性を確保するために、カルバ

ート及び鋼製とするともに、取り付け部について護岸整備を行うこととする。 

(8) 工法、調達方法及び工期に係る方針  

1)  工法に係る方針：現地業者が施工することを前提として、すべての工法は現地で施
工実績があるものとする。 

2)  調達方法に係る方針：MWI に登録されている施工業者の企業数を表 3.4 に示す。登
録企業以外にも民間事業に豊富な実績を持つ業者も存在する。多くの中小建設企業

は、常時手持ちのプロジェクトを抱えている状況ではなく、受注した後に資金や人

員を手配しているようである。このような状況を勘案し、調達にあたっては、事前

資格審査によって施工能力のない不良あるいは不適格な企業を排除し、円滑にプロ

ジェクトを遂行する体制を構築する。また前払い保障や、履行保障などを整備し、

不良及び不適格な会社が受注する事態を未然に防止する。 

表 3.4 水灌漑省の登録施工業者 
カテゴリー 登録企業数 契約金額の上限（百万 Ksh）

A 97 上限なし

B 54 200
C 116 100
D 128 50
E 147 20
F 154 10
G 216 5
合計 912  
出典：水灌漑省 

 

3)  工期に係る方針：プロジェクトのサイトは、直径約 30km の範囲内に位置する 24 村
に分散している。雨季には洪水に見舞われ、洪水前後は道路状況が劣悪になるため、

降雨後のサイトへのアクセスは困難となる。長い雨季の 4 月から 5 月及び、短い雨
季の 11 月は建設作業の不可能な期間として、工程計画を立案する。 
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3-2-2 基本計画（施設計画／機材計画）  

(1) 建築物 

 本プロジェクトにて整備される避難所、トイレ及び倉庫に関する基本計画を示す。各建築物は

洪水時の避難場所の確保を目的として整備する。平常時における使用方法については、非構造物

対策のパッケージ 1（コミュニティ洪水管理組織の構築）において、財務管理及び維持管理の訓
練の一環として協議し、住民組織による合意形成を図る。各建築物が日常的に使用され、集会機

能を担うことにより、適切な運営・維持管理が可能となるため、学校及び教会などの集会施設と

して使用することを協議する。 

1) 避難所に関する基本計画 

• 平面計画：洪水時の避難者の人数は各村により異なるが、各村への平等な施設整備
を図るため、避難所の規模は同一とする。MP調査のパイロット事業において建設さ
れた避難所の平面計画を踏襲し、ホール、倉庫及び厨房の 3 つの居室を配置する。
ホールは避難時の集会及び休息を目的とし、備品の収容及び調理を行えるよう倉庫

及び厨房を設置する。避難所の居室別の床面積を下表に示す。 

表 3.5 避難所の床面積 
居室 床面積（m2） 機能 

ホール 148.5 避難時の集会及び休息 
倉庫 16.6 避難時の備品の収容 
厨房 16.6 避難時の調理 
合計 181.7  
出典：概略設計調査団 
 

• 断面計画：設計方針にて示したとおり、洪水時の浸水を防止するために床高は地上
高 1.2m とする。なお、屋外の床面の雨水が屋内に侵入することを防止するために、
屋外の床高は地上 1.1mとする。降雨時の騒音を軽減し、断熱を図るために天井を設
置する。ホールの天井高は 2.7mとし、倉庫及び厨房の天井高は 2.5mとする。 

• 構造計画：鉄筋コンクリートによるラーメン構造とする。基礎部の壁は土圧に対応
するため、補強コンクリートブロック造とする。嵩上げした床下の空隙部には良質

の掘削土を転圧して充填する。屋根構造は木造トラスとし、屋根板には着色亜鉛め

っき波板鉄板を使用する。各部位の断面は構造計算結果に基づき設定する。地耐力

は 100kN/m2とし、地震せん断係数は 0.1 とする。材料強度については、コンクリー
トの圧縮強度は 18N/mm2とし、鉄筋は 235N/mm2とする。 

• 設備計画：プロジェクト対象地域において、都市給水及び配電に関する基盤施設は
整備されていない。このため、パイロット事業における避難所と同様に、機械式空

調設備及び電気設備は設けないこととし、自然換気を採用する。給水は屋根の雨水

を水槽に貯水したうえ、使用することとする。 

• 建築資材計画：パイロット事業の避難所において使用された建築資材を踏まえ、現
地の一般的な工法を採用する。各部位の工法及び仕上げを表 3.6に示す。 
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表 3.6 避難所の部位別の工法一覧 
部位 避難所 現地工法 採用理由 

 ホール及び倉庫 厨房   
床 • セメントモルタル 

• 金コテ仕上げ 
• セラミックタイル 
（つやなし） 

• セメントモルタ
ル 

• 金コテ仕上げ 

• 現地の一般的な
工法 

幅

木 
• セメントモルタル 
• 金コテ仕上げ 

• セラミックタイル
（ つ や つ き 、

H=2.1m） 

• セメントモルタ
ル 

• 金コテ仕上げ 

• 現地の一般的な
工法 

壁 • セメントモルタル
仕上げ 

• エマルジョン塗装 

• セメントモルタル
仕上げ 

• ビニル塗装 

• セメントモルタ
ル仕上げ 

• エマルジョン塗
装 

• 現地の一般的な
工法 

内

装 

天

井 
• 石膏ボード • 繊維セメント板 

• ビニル塗装 
• 石膏ボード • 現地の一般的な

工法 
床 • コンクリート金コ

テ仕上げ 
• 同左 • コンクリート金

コテ仕上げ 
• 現地の一般的な
工法 

壁 • レンガ化粧積み • 同左 • レンガ化粧積み • 現地の一般的な
工法 

窓 • 鋼製窓+塗装 • 同左 • 鋼製窓+塗装 • 現地の一般的な
工法 

外

装 

扉 • 鋼製扉+塗装 • 同左 • 鋼製扉+塗装 • 現地の一般的な
工法 

出典：概略設計調査団 
 

2) 倉庫 

• 平面計画：既存の避難所の容量を補完することを目的として、避難時における休息
及び救援物資の保管のための居室を設ける。各村により洪水時の避難者の人数は異

なるが、各村への平等な施設整備を図るために、倉庫の規模は同一とする。倉庫の

居室別の床面積を下表に示す。 

表 3.7 倉庫の床面積 
居室 床面積（m2） 機能 

居室(1) 16.3 避難時の集会及び休息 
居室(2) 16.3 避難時の集会及び休息 
倉庫 8.3 避難時の備品の収容 
合計 40.9  
出典：概略設計調査団 
 

• 断面計画：避難所と同様に屋内の床高は地上 1.2m とし、屋外の床高は地上 1.1m と
する。降雨時の騒音の軽減及び断熱を図るために、天井を設ける。天井高は 2.7mと
する。 

• 構造計画：避難所と同様の構造とし、鉄筋コンクリートによるラーメン構造とする。
屋根構造は木造トラスの上に着色亜鉛めっき波板鉄板を使用する。 

• 設備計画：避難所と同様に自然換気とし、機械式空調設備及び電気設備などの設備
は設けない。 

• 建築資材計画：避難所と同様の構成とし、現地の一般的な工法を採用する。各部位
の仕上げを表 3.8に示す。 



－3-12－ 

表 3.8 倉庫の部位別の工法一覧 
部位 倉庫 現地工法 採用理由 
床 • セメントモルタル 

• 金コテ仕上げ 
• セメントモルタル 
• 金コテ仕上げ 

• 現地の一般的な工法 

幅

木 
• セメントモルタル 
• 金コテ仕上げ 

• セメントモルタル 
• 金コテ仕上げ 

• 現地の一般的な工法 

壁 • セメントモルタル仕上げ 
• エマルジョン塗装 

• セメントモルタル仕上げ 
• エマルジョン塗装 

• 現地の一般的な工法 

内

装 

天

井 
• 石膏ボード • 石膏ボード • 現地の一般的な工法 

床 • コンクリート金コテ仕上
げ 

• コンクリート金コテ仕上
げ 

• 現地の一般的な工法 

壁 • レンガ積み • レンガ積み • 現地の一般的な工法 
窓 • 鋼製窓+塗装 • 鋼製窓+塗装 • 現地の一般的な工法 

外

装 

扉 • 鋼製扉+塗装 • 鋼製扉+塗装 • 現地の一般的な工法 
出典：概略設計調査団 
 

3) トイレ 

• 平面計画：避難所に併設するトイレの個室数は 2 室とし、既存避難所に増設するト
イレについては 10室とする。男女別となるよう個室を配置する。 

• 断面計画：避難所と同様に屋内の床高は地上 1.2m とし、屋外の床高は地上 1.1m と
する。 

• 構造計画：避難所と同様の構成とする。鉄筋コンクリートによるラーメン構造とし、
屋根は木造トラスの上に着色亜鉛めっき波板鉄板を使用する。 

• 処理方式：自沈式とし、換気用の PVC管を設置する。 

• 建築資材計画：避難所と同様の構成とし、現地の一般的な工法を採用する。各部位
の仕上げを下表に示す。 

表 3.9 トイレの部位別の工法一覧 
部位 トイレ 現地工法 採用理由 
床 • セラミックタイル（つやな

し） 
• セメントモルタル 
• 金コテ仕上げ 

• 現地の一般的な工法 

腰 • セラミックタイル（つやつ
き） 

• セメントモルタル 
• 金コテ仕上げ 

• 現地の一般的な工法 

壁 • セメントモルタル 
• 金コテ仕上げ 

• セメントモルタル 
• 金コテ仕上げ 

• 現地の一般的な工法 

内

装 

天

井 
• 繊維セメント版 
• ビニル塗装 

• 繊維セメント版 
• ビニル塗装 

• 現地の一般的な工法 

床 • コンクリート金コテ仕上
げ 

• コンクリート金コテ仕上
げ 

• 現地の一般的な工法 

壁 • レンガ積み • レンガ積み • 現地の一般的な工法 

外

装 

扉 • 鋼製扉+塗装 • 鋼製扉+塗装 • 現地の一般的な工法 
出典：概略設計調査団 
 

(2) 土木構造物 

1) カルバート 

カルバートは、避難経路にある河川や水みちにより深掘れしている箇所に対して、避

難経路の質的向上を目的として設置する。採用するカルバートの種類は、大別して①U
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型溝（場所打ちコンクリート）＋蓋掛け（RC）、②パイプカルバートの埋設及び③ボッ
クスカルバートの 3種類とする。カルバートの種類別の特徴及び適用箇所を表 3.10に示
す。 

表 3.10 カルバートの選定 
形式 U形溝＋蓋掛け パイプカルバート ボックスカルバート 

適用箇所 • 水路深が 600mm 以
下の水路 

• 水路深が 1.5m 以下

の水路であり、流路

幅が比較的大きくな

い水路及び河川 

• 流路深が大きく、流
路幅が大きい河川 

特徴及び留意事項 • 維持管理の容易さを
考慮し、RC製の蓋掛
けを行う。 

• ケニア国内におい
て、実績が多い。 

• 既製品を使用するこ
とにより、品質管理

及び施工期間の短縮

が可能となる。 

• 流下断面の大きい河
川で使用することに

より、河積阻害率が

小さく、水理上有利

となる。 

出典：概略設計調査団 
 

カルバートの設計基準は以下のとおり設定する。 

① U形溝＋蓋掛け：U形溝の全高は 1m以下であり、土圧などの影響が小さいため、場
所打ちコンクリート（無筋）構造とする。蓋は交通荷重に抵抗できるよう、下側に

鉄筋を配置する。 

② パイプカルバート：パイプカルバートは、管径 600mm、900mm及び 1200mmのもの
を採用する。地形条件及び維持管理の容易さを考慮し、延長が 4m以上となるものに
ついては、管径 600mmのものを使用しない計画とする。避難経路の使用状況を考慮
し、自動車の通行が想定される箇所についてはパイプ基礎として 360 度巻の巻立コ
ンクリート（厚さ 150mm（管径 600mm）及び 200mm（管径 900mm及び 1200mm））
を行う。歩行者が利用するものについては 180度巻とする。 

③ ボックスカルバート：ボックスカルバートは、現地で入手できる材料の特性を考慮
したうえ、「道路土工カルバート工指針」に準拠して設計を行う。コンクリート強度

は 18N/mm2、鉄筋は 235N/mm2とする。 

カルバートは避難路に設けるものであるが、雨季の洪水時には村全体が冠水し、道路

そのものが機能しない状況となる。一方、乾季には中小河川であるため、水が全く流れ

なくなるため、排水工の必要性は小さくなる。現況では、中小河川が降雨時に避難の支

障となるうえ、洪水初期の流速の速い流れ（フラッシュフラッド）を生じている。よっ

て、カルバートは通常時期の使用性を大きく妨げないように考慮しつつ、洪水初期の避

難行動に寄与するような計画とする。 

2) 堰 

洪水貯留による初期洪水の緩和に加えて、堤体天端を洪水時の避難経路として利用す

ることを想定し、堰を計画する。農地が隣接しており、乾季の農業用水の貯留のために

吐口に堰板が設けられる構造（側面に溝を設置）とする。 

堰の安定計算は「建設省河川砂防技術基準（案）同解説・設計編[Ⅱ]（砂防ダム）」（（社）
日本河川協会、1997 年）に準拠し、安全側として洪水位が躯体の全高さの 100mm 以上
となった場合の安定計算により定める。浸透流の抑制及び地盤改良を目的として、堤体
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下面にコンクリート杭（角杭 200mm×200mm）による連続地中壁を構築する。ただし、
設計計算の際は、杭体による支持力を期待しないこととする。吐き口の流下位置には、

ふとんかご工による護床工を設置する。 

堰の前後の河道安定を目的として、堰の前後 10mの区間に木杭と木材を組み合わせた
護岸工を設置する。 

3) 人道橋 

人道橋は、河川幅が 8～15m の範囲であり、乾季において常時流水の確認された河川
に設置する。河川が農業用水として利用されており、水質汚濁などの問題を有している

ことや施工の容易性を考慮し、中間に橋脚は設けないこととし、単径間とする。歩行者

及び自転車の通行を考慮した設計とする。ただし、コジュンガ村の 2 つの河川に架橋す
る人道橋については、洪水時の避難場所が村内に存在しないことに加え、両河川には橋

梁が設置されていないため、同村への外部からのアクセスが極端に悪い。平常時におけ

る緊急車両の進入が困難であることなどを考慮し、避難経路としてだけでなく日常のア

クセスを改善するために、車両（自動車）の通行が可能な規格とする。人道橋はエキス

パンドメタル及び RC床版の 2種類を採用する。両者の適用箇所及び特徴を下表に示す。 

表 3.11 人道橋の選定 
床版形式 ①エキスパンドメタル ②RC床版 

適用箇所 • 右記以外 • コジュンガ村（2ヶ所） 

特徴 • 冠水時の浮力を抑えることを
目的とし、エキスパンドメタ

ルを採用する。 

• 通行車両による荷重に耐えう
るよう、RC床版を採用する。

出典：概略設計調査団 
 

人道橋の構造計算は許容応力度法による。また、ケニアの設計基準（ROADS DESIGN 
MANUAL PART IV BRIDGE DESIGN, REPUBLIC OF KENYA MINISTRY OF ROADS AND 
PUBLIC WORKS, JANUARY 1982）を参考として、形状を定める。 

人道橋の幅員は、国内基準において歩道部の幅員として 1.2mが定められていることか
ら 1.2mとする。コジュンガ村の橋梁は国内基準の道路幅員として最小の 3.5mを採用す
る。 

主桁は、洪水時に流水の妨げにならないよう小さい断面で支間を大きく取れること、

施工期間が短くできることなどを考慮し、現地で入手可能な H 形鋼を用いる。床版は、
冠水した場合に浮力などが発生しないよう、エキスパンドメタルを使用する。ただし、

コジュンガ村の人道橋については、自動車の通行が許容できるよう RC 床版を用いる。
橋台は場所打ちコンクリートによる重力式橋台とし、地盤改良を目的とした木杭（直径

150mm）を群杭として敷設する。安定計算において、杭体による支持力を期待しないこ
ととする。 

(3) 井戸 

1) 計画給水量及び掘削深度 

MP 調査におけるパイロット事業を踏まえ、計画給水量は 20m3/日とする。MP調査に
より実施された地下水の予備調査を踏まえ、各井戸の計画深度を表 3.12に示す。井戸工
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事において孔内電気検層を行い、最終的な深度を決定する。ケニア国内に成功井につい

ての揚水量に係る具体的な判定基準が整備されていないため、「無償資金協力地下水開

発案件に係る基本設計調査ガイドライン」（1996 年）及びポンプの形式を踏まえ、330 リ
ットル/時以上とする。なお、ニャンド川流域の地下水は潤沢であるものと推察され、成
功率を考慮した計画深度として、MP調査の予備調査の最大深度を採用する。 

表 3.12 各井戸の計画深度 
No. 村 計画深度

（m） 
No. 村 計画深度

（m） 
No. 村 計画深度

（m） 
1 モウレム 100 5 ワンガ

ヤ・モンバ

サ 

100 9 カニルム 80

2 カムガ 130 6 アチュオ

ドホ 
100 10 カディカ 100

3 オヨラ 130 7 ワケシ 110 11 マスネ 100
4 コプド 100 8 コジエム 110    
出典：概略設計調査団 
注：予備調査における深度であり、建設時に最終的な深度を定める。 
 

2) 井戸の標準構造 

井戸の耐久性及び品質向上を確保するため、井戸の最深部までケーシングを挿入する。

ケーシングの呼径は、広く使用されており、パイロット事業にて採用された 150mm（6
インチ）を採用する。井戸の掘削口径は、ケーシングの呼径を踏まえ、216mm（8-1/2イ
ンチ）とする。 

スクリーンの材質は硬質塩化ビニール（uPVC）とする。uPVC はパイロット事業にお
いても採用されており、腐食にも有利である。スクリーンの形式は汎用されている連続

スロット式とする。 

井戸掘削孔壁とケーシング及びスクリーンとの間隙を充填する。井戸底から地下水位

（静水位）以上 10mまでは砂利充填を行い、これより浅い部分は掘削による発生土を充
填する。地表に近い部分はセメントグラウチィングを注入し、地上からの濁水の流入を

防止する。井戸底にはボトムプラグ（底蓋）を設けることとし、ポンプ設備の据付まで

は地上部に仮蓋を設置する。 

3) 水質試験及び揚水試験 

井戸の掘削終了後、ケーシングの挿入前に孔内電気検層を行う。帯水層の位置（深度）

を把握し、スクリーンを適切な位置に設置するためである。さらに、井戸の完成後に以

下の揚水試験を行い、地下水産出量を確認する。 

• 予備揚水試験：清水が認められるまで、最大 12 時間 

• 段階揚水試験：4段階以上とし、各段階について 2 時間以上 

• 連続揚水試験：24 時間以上 

• 回復試験：12時間以上 

水質基準は国内の水質基準を踏襲することとし、表 3.13の項目について水質試験を実
施する。 
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表 3.13 井戸の水質試験の項目 
No 項目 基準値 No 試験項目 基準値 

1 pH 6.5-8.6 10 ヒ素 0.01mg/l
2 浮遊物質 30mg/l 11 カドミウム 0.01mg/l
3 硝酸塩 10mg/l 12 鉛 0.05mg/l
4 アンモニア 0.5mg/l 13 セレン 0.01mg/l
5 亜硝酸塩 3mg/l 14 銅 0.05mg/l
6 溶解性物質 1,200mg/l 15 亜鉛 1.5mg/l
7 大腸菌 Nil 16 陰イオン界面活性剤 0.5mg/l
8 フッ素化合物 1.5mg/l 17 有機物 1.0mg/l
9 フェノール類 Nil    

出典：MWI 
 

4) 井戸の品質管理 

 井戸工事の品質管理については、現地傭人として井戸専門家を工事期間中にわたって

雇用し、適切な工事が行われるよう常駐の監理体制を形成する。同専門家により、井戸

の掘削深度、ケーシングの位置及び井戸掘削孔壁の充填作業などについて監理する。井

戸工事の品質管理の項目については、第 3-2-4-5節に示すとおりである。 

5) 手押ポンプ 

国内にて汎用されているアフリデフ型手押ポンプを使用する。プロジェクト対象地域

は洪水氾濫地域であることを踏まえ、パイロット事業においてポンプ据付部の床高は 1.2
ｍに設定された。本プロジェクトにおいても手押ポンプは床高 1.2mの土台の上に据付け
ることとする。また、維持管理用の工具及びスペアパーツ一式を各井戸に対して調達す

る。 

6) 平常時の使用方法 

各井戸は洪水時の避難場所の確保を目的として整備する。平常時における使用方法に

ついては、建築物と同様に非構造物対策のパッケージ 1（コミュニティ洪水管理組織の
構築）において、住民組織において協議し、合意形成を図る。 

3-2-3 概略設計図 

本プロジェクトの構造物対策に関する概略設計図は、補足資料に示す。 

3-2-4 施工計画／調達計画 

3-2-4-1 施工方針／調達方針 

(1) ロット分け  

本プロジェクトの対象施設は 76ヶ所と多いものの、契約金額の面からは中小規模のプロジェク
トであり、施工の難易度も高くない。したがって、1つのロットで実施可能であると判断される。 

(2) 構造物対策における施工業者の調達計画 

施工業者の選定の流れは以下の通りとする。事前資格審査の公示から業者契約まで約 3 ヶ月と
想定される。 

① 事前資格審査（PQ）に係る関心表明を求める公告 



－3-17－ 

② 資格審査（調達代理機関内部） 

③ 資格審査結果のケニア政府の了承 

④ 入札図書の配布（現地説明会・入札説明会の開催） 

⑤ 質問受付、回答・修正の発出 

⑥ 技術札及び価格札の提出 

⑦ 技術札の評価 

⑧ 技術札の評価結果のケニア政府の了承 

⑨ 価格札の開札及び評価 

⑩ 契約交渉 

⑪ ケニア政府の了承 

⑫ アワード 

⑬ 契約締結 

 本プロジェクトの実施に際し、プロジェクト調整協議会が設立される予定である。同協議会に

は、MWI事務次官を議長として、WRMA長官、MWI水資源局長、在ケニア日本大使館代表者及
び JICAケニア事務所代表者が構成員となる。工程計画に準じて、事前資格審査、入札及び設計変
更などに関するケニア政府の承認手続きを円滑に進めるため、ケニア政府の承認権限者は実施機

関であるWRMAによる承認のみとする。承認を要する文書はWRMAの南部ビクトリア湖流域事
務所へ提出され、WRMA 本部へ引き渡される。WRMA 本部（長官）の承認をもって、ケニア政
府の承認となる。 

3-2-4-2 施工上／調達上の留意事項  

プロジェクト対象地域における月平均雨量には 2 つのピークがあり、3 月から 5 月の大雨期、
ついで 10月から 12月の小雨期が存在する。過去の洪水は 4月から 5月に多く発生している。洪
水の影響による構造物対策の作業休止期間は、4月、5月及び 11月の 3ヶ月とし、同期間を考慮
した工程計画を立案する。 

3-2-4-3 施工区分／調達・据付区分  

(1) 日本国側およびケニア国側の負担事項 

本プロジェクトを実施するにあたり、日本国およびケニア国の負担区分は、表 3.14となる。 
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表 3.14 日本国およびケニア国の負担区分 
日本側負担事項 ケニア側負担事項 

• 『2-1 プロジェクトの概要』に示された構造物対
策および非構造物対策の実施。 

• 協力対象工事に関わる工事期間中の安全対策や
第三者に対する安全対策、これに加え工事の広報

活動等 
• 協力対象工事に関わる建設資機材の調達。 
• 構造物対策工事期間中の環境汚染防止対策。 
• 工事入札図書の作成やその入札補助業務。 
• 施工に係わる工程管理や品質管理。 

• 環境プログラム無償の調達ガイドラインに基づ
き、本プロジェクトの調達を実施すること。 

• 免税措置を行うこと。 
• 日本国内の外国為替公認銀行に口座を開設し、所
要手数料を支払うこと。 

• 構造物対策の用地の提供ならびに構造物の維持
管理を行うこと。 

• 構造物対策の所有権に関する関係機関との協議
及び手続きを行うこと。 

• 構造物対策に関する環境影響評価（EIA）の承認
を含む関連部局の許可の取得。 

• プロジェクトに従事する日本人及び第三国人（必
要に応じて）の入国許可を行うこと。 

• 本プロジェクトに常駐の担当者を配置すること。
• 会議及び視察などに出席におけるキスム～ナイ
ロビ間の移動を含む交通手段及び宿泊に関わる

手配及び費用負担。 
 

(2) 直接工事 

1) 工事用道路：プロジェクト対象地域は、ニャンド川の氾濫によって冠水するのに加
え、少量の降雨後でも現場へのアクセスが困難となる。したがって、各構造物の施

工に先立ち、特にボトルネックとなる箇所に対して工事用車両の通行のための仮設

工事用道路が不可欠である。工事用道路は、現道上に 200mm厚の砂利を敷均した幅
員 6mの構造とする。 

2) 土工事（掘削工、埋戻工及び盛土工）：基本的に人力掘削とする。現地踏査の結果、
現地発生土は、締固めに適さないことから、土木構造物の埋戻しは基本的に購入土

（砂質土）とする。 

3) 杭基礎工事(カルバート、橋梁、堰の基礎)：クレーン+バイブロハンマ、またはバッ
クホーなどにより適切な深度まで杭を貫入する。 

4) コンクリート工事（建築物の柱、カルバート、橋梁、堰)：本工事において使用され
るコンクリートは、プロジェクト対象地域に散在する構造物に対応できるよう、可

搬式コンクリートミキサー（ポットミキサー）を採用する。可搬式コンクリートミ

キサーは現場近くに設置され、人力にて打設し、バイブレーターで締固める。 

5) 鉄筋工（建築物の柱、カルバート、橋梁及び堰）：鉄筋は、直接地面に置くことを避
け、枕木などを敷いてその上に径別に置き、錆防止のためにシートなどで覆って保

管する。鉄筋を加工する際には、錆や汚れを十分除去し、健全な状態で加工する。 

6) 手押しポンプ式井戸 

• 井戸掘削孔：ケニアの井戸施工業者が主に使用しているロータリー式掘削機に
よる DTH（Down the Hole）方式を採用する。井戸工事において孔内電気検層を
行い、最終的な深度を決定する。 

• 水質試験及び揚水試験：井戸の完成後には揚水試験を行い、地下水産出量を確
認する。 
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7) 建築物（避難所、倉庫及びトイレ）：避難所、倉庫及びトイレは、現地の一般的な工
法を採用する。 

8) カルバート：パイプカルバート本体及び蓋掛けカルバートの蓋は、適切な品質管理
の下、施工ヤードで事前に製作したものを施工現場に搬入し設置する。 

9) 人道橋：下部工建設は、基本的に土工事、杭工事、コンクリート工事から構成され
る。下部工の建設後、支承をセットしておく。鋼製の橋梁主構造は現場搬入に先立

ち、工場にて必要なボルト孔あけ加工を施した後、仮組み検査を終了しておく。現

場へ搬入した型鋼（H型鋼、CT鋼、L型鋼）は、主桁である H型鋼をクレーンにて
支承上に設置した後、横組工、床版工を行う。 

10) 銘板工：日章旗及び ODAシンボルマークのデザインされたステンレス製銘板を、避
難所、倉庫、トイレ（10 室タイプ）及び井戸に 1 ヶ所ずつ設置する。銘板のサイズ
と銘板に記載される内容、マーク、形状及び設置場所などについては、着工後に JICA
ケニア事務所を通じて日本大使館とケニア政府の承認を得て決定する。 

(3) 共通仮設 

1) 安全対策：施工中の安全確保のため、立入り防止柵、消火器、仮設バリケード、カ
ラーコーンを適切に配置し、事故の防止に努める。 

2) 営繕計画：施工品質の維持のために、建設ヤードの確保は不可欠である。建設ヤー
ドは、アヘロ近くの国道沿いとする。建設ヤードは、建設業者の事務所、資材置き

場、プレキャストコンクリートの製作、鉄筋加工、労務者の休憩所などの役割を担

う。準備工事の期間中に建設され、施工開始から終了まで供用し、後片付けの期間

中に撤去する。 

3) その他：施工期間中に工事案内板を設置し、無償資金協力により実施される本プロ
ジェクトについて、地元住民の理解を深める。 

3-2-4-4 施工監理計画／調達監理計画 

(1) コンサルタントによる施工監理計画 

プロジェクト対象地域は 24村に分散しており、建築物及び土木構造物が同時に進行される建設
工事の品質を一定以上に管理することは、大変な困難が予想される。しかしながら、個々の構造

物は小規模であり、特殊な工法は含まれていないことから、技術的な問題は比較的少ないと考え

られる。したがって、邦人技術監理者はスポット派遣とし、ケニア人技術者を主体とした施工監

理体制とする。 

(2) 調達代理機関による施工・調達監理計画 

実施機関である WRMA では、建設事業を調達した経験がないことから、邦人の支援が不可欠
であり、日本の調達代理機関による調達を行う。調達代理機関の日本人要員は、現地 2 人、国内
1 人の合計 3 人を配置する。事務所は、現場近くの施工監理事務所と同じスペースを使用するこ
ととし、1人の会計兼事務員を現地にて雇用する計画とする。 
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3-2-4-5 品質管理計画 

ケニアで一般に施工される建設プロジェクトにおいて、十分な管理がなされているとはいえな

いが、本プロジェクトで実施する工事においては、日本で通常行われている品質管理試験を実施

する。特に井戸掘削工事及びコンクリート工事が重要な品質管理項目である。本工事における主

要な品質管理計画を表 3.15に示す。 

表 3.15 品質管理項目一覧 
工種 対象 試験 判断材料 

コンクリート工 骨材 
コンクリート強度  
 
 
ワーカビリティー 
配筋及び型枠 

骨材試験 
配合試験 
圧縮強度試験 
(キューブ) 
スランプ試験 
 

計測結果 
計測結果 
計測結果 
 
計測結果 
目視 

パイプカルバート   配筋（目視）及び外観目視

鉄筋・橋梁用鋼材 鋼材強度  工場出荷時の記録 
建築工事 仕上げ  目視 
井戸掘削工事 掘削地点 

リグ設置状況 
掘削深度 
電気探査 
ケーシング・スクリーン

の設置 
フィルター材の充填 
産出量 
水質 
仕上げ 

 
 
 
 
 
 
 
 
揚水試験 
水質試験 
 

目視 
目視 
サンプル 
計測結果 
目視 
 
投入量 
測定結果 
測定結果 
目視 

出典：概略設計調査団 
 

3-2-4-6 資機材等調達計画  

構造物対策に使用される資機材は、ケニア国内で調達可能である。主要材料に関する調達状況

について以下に示す。 

1) セメント：ケニア国内には、主要なセメント会社が 2社（Bamburi Cement及び East 
African Portland Cement）あり、ナイロビ郊外及びモンバサ近郊においてセメントを
生産している。 

2) コンクリート用骨材及び石材：ニャンド川流域の北方に近接し、東西方向に延びる
丘陵では、良質なコンクリート用粗骨材や建築用石材が産出されている。また、コ

ンクリート用細骨材（砂）は、河床やビクトリア湖畔から採取されている。いずれ

の材料も、プロジェクト対象地域の近傍からの調達が可能である。 

3) 建設用盛土材：建設工事の埋戻しに使用される盛土材料は、コンクリート用細骨材
と同様に、ニャンド川河床などの建設現場の近傍において採取されている。 

4) レンガ：主として建築物の壁面に使用されるレンガは、サイト近傍において生産さ
れている。ただし、生産者は小規模であり、品質管理が十分行われていないものが

多く見受けられるため、品質管理について留意する必要がある。 

5) 鉄筋：コンクリート工事に使用される主要部材である鉄筋は、モンバサなどにおい
て生産されている。日本で生産される異形鋼棒とは異なり、正方形の鋼材を軸方向

にねじ曲げたツイスト鋼が一般に流通している。 
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6) 鉄骨：人道橋に使用される鉄骨（H型鋼、L型鋼、C型鋼及び鉄板）は、ケニア国内
産及び輸入品がともに流通している。サイトの近くの施工ヤードで切断、削孔及び

溶接などの加工を施され、現場で架設されている。 

7) コンクリート製品：パイプカルバートに代表されるコンクリート製品は、キスム近
郊の①公共事業省の敷地内及び②建設会社などにおいて生産されている。パイプ径

は 450mm、600mm、900mm及び 1,200mmの各種サイズが確認された。製作は、従来
の現場打ち方式である。このため、1つのセグメント延長は 1mと小さく、品質管理
が十分ではない製品も見受けられる。 

8) 木材：土木構造物に使用される木杭及び型枠材料などの木材は、ケニア国内で生産
されており、キスムで入手可能である。 

3-2-4-7 非構造物対策の計画 

(1) 背景 

本プロジェクトは、プロジェクト対象地域における持続的な経済成長と貧困削減の達成を上位

目標とする。本プロジェクトは、プロジェクト対象地域における住民組織を中心とした洪水管理

体制を構築することをプロジェクト目標とする。 

プロジェクト目標を達成するために、本プロジェクトでは協力対象事業として、洪水管理のた

めの構造物の整備（構造物対策）ならびに住民の組織化訓練（非構造物対策）を実施する。 

構造物対策は大きく 2 種類から構成される。1 つ目は、洪水時の避難場所の整備を目的とした
避難所、トイレ、倉庫及び井戸などの建築物である。2 つ目は、避難経路の整備を目的としたカ
ルバート、人道橋及び堰などの土木施設である。構造物対策により、村内の避難場所及び避難経

路の改善が計画されているが、住民組織による洪水管理体制を構築するためには、洪水管理サイ

クルに応じた早期警戒や避難活動などの対応に加えて、構造物の適切な維持管理ならびに財務管

理などを実行できる組織化が重要である。したがって、洪水管理に関わる住民の能力強化を本プ

ロジェクトの非構造物対策として実施することが重要である。 

本プロジェクトは構造物対策及び非構造物対策を一体的に実施し、洪水管理体制を構築するも

のである。したがって、本プロジェクトにおける非構造物対策の位置づけは、構造物対策と同等

に重要である。 

(2) 目標 

住民組織を中心とした洪水管理体制を構築するために、本プロジェクトの非構造物対策として、

住民の能力強化を図る。同対策における目標は以下のとおり。 

• 洪水管理を継続的に実施するために、構造物の維持管理、財務管理及び洪水管理サ
イクルに応じた対応策などの必要な知見を有する住民組織が組織化されること。 

• ラジオ放送及び防災教育などによる啓発活動及び広報活動を通じて、社会の洪水管
理に関する知識が向上するとともに対応能力が強化されること。 

(3) 成果及び確認方法 

 住民組織の洪水管理体制の構築を達成するために、以下の 6つのコンポーネントを実施する。 

• コミュニティ洪水管理組織の構築：洪水管理に関する住民組織を形成し、条例の整
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備及び財務管理の訓練などを通じて、住民の組織化を図る。財務管理の訓練では、

構造物の運営・維持管理費の資金の調達方法に加えて、水サービス信用基金からの

資金を獲得するための提案書の作成の訓練を実施する。さらに、村内の避難経路及

び避難場所を示したハザードマップ及び掲示板を設置する。 

• 構造物対策に関する維持管理訓練：本プロジェクトにより整備される構造物の維持
管理訓練を実施するとともに、維持管理用マニュアルを作成する。 

• コミュニティの洪水管理訓練：洪水の防止、応急対応、避難及び復旧などの洪水の
サイクルに応じた計画を作成する。さらに、コミュニティ洪水管理組織の主導によ

る避難訓練を実施する。 

• 防災教育プログラム：小学校の教員を対象として、防災教育に関する教育の訓練及
びマニュアルを作成する。さらに、小学生用の防災教育の教科書を作成し、防災教

育の研修を実施する。 

• 洪水管理についてのラジオ番組：長時間番組及びスポット CM を作成する。長時間

番組は雨季前に放送し、スポット CMは雨季の期間中に放送する。 

• ポスターによる洪水管理の啓発活動：洪水管理に関するポスターを作成し、地方自
治体に配布する。 

非構造物対策の成果は、各活動における記録に加えて、プロジェクトの終了時に実施される

Lessons Learned会議ならびにアンケート調査の結果をもとに確認する。非構造物対策の成果指標
及び確認方法を表 3.16に示す。 

表 3.16 非構造物対策の成果指標及び確認方法 
成果 指標 確認方法 

1.1 全 CFMOに条例が制定される。 1.1.1 各 CFMOの条例 
1.1.2 会議数及び参加者数 

1 対象地域のコミュ
ニティ洪水管理組

織（CFMO）が組
織化される。 

 

1.2 全 CFMOに財務計画が制定され
る。 

 
 

1.2.1 各 CFMOの財務計画 
1.2.2 各CFMOの資金調達プロポーザル作成マニ

ュアル 
1.2.3 会議数及び参加者数 

2 CFMOによる運
営・維持管理体制

が整備される。 

2 全 CFMOに構造物対策の維持管
理計画が整備される。 

2.1 各 CFMOの維持管理計画 
2.2 講義及び実地訓練の開催数及び参加者数 
2.3 満足度調査 

3 CFMOによる洪水
管理体制が整備さ

れる。 
 

3.1 全 CFMOに洪水管理計画が整備
される。 

3.2 全 CFMOに避難体制計画が整備
される。 

3.1 各 CFMOの洪水管理計画 
 
3.2 避難訓練への参加者数 

4.1 対象 16校にて防災教育計画が整
備され、実施される。 

 
 

4.1.1 教師用訓練マニュアルの配布状況 
4.1.2 生徒用教科書の配布状況 
4.1.3 実地研修の評価結果 
4.1.4 参加生徒の満足度調査 
4.1.5 防災教育の受講者数 

4.2 洪水管理に関するラジオ番組が
作成され、継続的に放映される。

4.2.1 長時間番組及びスポット CMの放送記録 
4.2.2 ラジオ番組の聴取率 

4 対象地域の洪水管
理に関する知識が

向上する。 
 
 
 
 

4.3 洪水管理に関するポスターが作
成され、防災広報ツールとして

利用される。 

4.3 ポスターの配布数 

出典：概略設計調査団 
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(4) 活動内容 

本プロジェクトの非構造物対策は前項に示したとおり、6つのコンポーネントから構成される。
非構造物対策の実施においては、同コンポーネントを 3 つのパッケージに再編成する。パッケー
ジ 1 は住民の組織化を目的とした「コミュニティ洪水管理組織の構築」とする。サブパッケージ
1.1において、洪水管理に関する住民組織を形成し、サブパッケージ 1.2において構造物対策の維
持管理訓練を実施する。 

パッケージ 2 は「コミュニティの洪水管理訓練の実施」とし、洪水管理サイクルに応じて住民
が取るべき対応の訓練を実施する。パッケージ 3 は、防災知識の普及を目的として「防災教育及
び広報活動」を実施する。3 つのサブパッケージから構成され、防災教育の実施（サブパッケー
ジ 3.1）、洪水管理についてのラジオ番組の放送（サブパッケージ 3.2）及びポスターの作成（サブ
パッケージ 3.3）などが含まれる。非構想物対策の構成を以下に列記する。 

① パッケージ 1：コミュニティ洪水管理組織の構築 

• サブ・パッケージ 1.1：コミュニティ洪水管理組織の構築 

• サブ・パッケージ 1.2：構造物対策に関する維持管理訓練 

② パッケージ 2：コミュニティの洪水管理訓練の実施 

③ パッケージ 3：防災教育及び広報活動 

• パッケージ 3.1：防災教育プログラムの実施 

• パッケージ 3.2：洪水管理についてのラジオ番組の実施 

• パッケージ 3.3：ポスターによる洪水管理の啓発活動の実施 

各パッケージの活動内容を表 3.17に示す。 

表 3.17 非構造物対策のパッケージ別の活動内容 
パッケージ 活動内容 

1 コミュニティ洪水管理組織の構築 
 1.1 コミュニテ

ィ洪水管理

組織の構築 

a)  コミュニティ洪水管理組織（CFMO）の構築及び運営訓練 
1) コミュニティの啓発活動 
・ 人数及び期間 ：30人/村 x 1日/村 
・ 対象村数 ：24村 

2) CFMOの条例の作成 
・ 人数及び期間 ：30人/村 x 2日/村 
・ 対象村数 ：24村 

3) CFMOの組織化訓練 
・ 人数及び期間 ：30人/村 x 2日/村 
・ 対象村数 ：24村 

4) CFMOの財務訓練 
・ 人数及び期間 ：30人/村 x 1日/村 
・ 対象村数 ：24村 

   b)  CFMO及びWRUAによる資金獲得のためのプロポーザル作成の訓練 
・ 人数及び期間 ：（3人/村 x 6村+WRUAの 2人）x 4日/

回 
・ 回数 ：4回 

   c)  3種類の掲示板の作成及び設置 
・ 掲示版の内容 ：①洪水ハザードマップ、②村内の避難

経路及び③避難所  
・ 施設数（洪水ハザードマップ） ：1ヶ所/村 
・ 施設数（村内の避難経路） ：10ヶ所/村 
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パッケージ 活動内容 
・ 施設数（避難所） ：1ヶ所/村 
・ 設置場所の協議 ：1日/村 
・ 対象村数 ：24村 

   d) Lessons Learned会議及び満足度調査 
・ 満足度調査の標本数 ：10標本/村/サブパッケージ （サブパッ

ケージ 3.1を除く） 
・ 満足度調査の標本数 ：10標本/校（サブパッケージ 3.1） 
・ Lessons Learned会議 ：1日/6村 x 4回 

 1.2 構造物対策

に関する維

持管理訓練 

a) 構造物対策（避難所、カルバート、歩道橋、井戸、倉庫など）に関する維持管理
の講義及び実地訓練 
・ 人数及び期間 ：30人/村 x 3日/村 
・ 維持管理用器具 ：一輪車 5セット/村、ショベル 5セット

/村、つるはし 5セット/村、バケツ 10
セット/村 

・ フォローアップ ：1ヶ月 
・ 対象村数 ：24村 

b) 維持管理マニュアルの作成 
・ 内容 ：構造物対策の維持管理の内容を基本と

し、公共施設（避難所、トイレ、倉庫、

井戸など）の使用方法に関するマナー及

びルールも含める。 
・ 部数 ：5部/村 
・ 対象村数 ：24村 

2 コミュニティの洪
水管理訓練 

a)  コミュニティ洪水管理訓練の実施（防御から復興までの洪水管理のサイクルに関
する教育に加えて、応急処置の訓練を含める） 
・ 人数及び期間 ：50人/村 x 4日/村（24村を対象） 
・ 人数及び期間 ：2人/WRUA x 3日（4つのWRUAを対

象として、1回のみ開催） 
b) コミュニティ洪水管理計画の作成 

・ ワークショップ ：50人/村 x 2日/村 
・ 部数 ：5部/村 
・ 対象村数 ：24村 

c) 避難訓練の実施 
・ 人数及び期間 ：300人/村 x 1日/村 
・ 訓練用機材 ：携帯用サイレン 1セット/村 
・ 対象村数 ：24村 

3 防災教育及び広報活動 
 3.1 防災教育プ

ログラム 
a) 災害防御・洪水管理に関する教員の訓練 

・ 対象者及び期間 ：教師 4人/校 x 4日（1回） 
・ 教員用訓練マニュアルの作成 ：5部/校 x 16校 
・ 対象とする学校 ：24村内に位置する 16の既存学校 

b) 教科書のレビュー及び改善 
・ 対象者及び期間 ：教師 1人/校 x 2日（1回） 
・ 対象とする学校 ：24村内に位置する 16の既存学校 
・ 教科書の印刷及び配布 ：3,000部 

c) 防災教育の実施及び評価 
・ 防災教育の実施期間 ：1ヶ月 
・ 防災教育の対象者 ：16校の Grade 4～Grade 7に在籍する生

徒 
・ 教育省及び訓練士による評価 ：随時 

d) 対象とする 16の小学校 
・ モウレム村 ：ラエ・カニャイカ小学校 
・ ブワンダ村 ：ブワンダ小学校 
・ カムガ村 ：オフニュ小学校 
・ オヨラ村 ：オヨラ小学校 
・ コウィティ村 ：レル小学校 
・ カムゲット・ウグウェ村 ：ウグウェ小学校 
・ コプド村 ：ブワンダ小学校（ブワンダ村のブワン
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パッケージ 活動内容 
ダ小学校とは異なる） 

・ カニアオモ村 ：オゲンヤ小学校 
・ コラル村 ：ニャンゴト小学校 
・ カマガガ村 ：キゴチェ小学校 
・ ワンガヤ・モンバサ村 ：オセンベ小学校 
・ アチュオドホ村 ：アチュオドホ小学校 
・ ワケシ村 ：ケヨ小学校 
・ カニルム村 ：アポンド小学校 
・ ニャチョダ村 ：ニャチョダ小学校 
・ マスネ村 ：アイウェヨ・ルオラ小学校 

 3.2  洪水管理に

ついてのラ

ジオ番組 

a) 長時間番組 
・ 内容 ： 洪水管理に関して司会者と専門家に

よる対談形式 
・ 頻度及び放送期間 ： 雨季直前の 3ヶ月に毎週 1回の 60分

間 
・ テーマ（案） ： 第 1回 洪水のメカニズム 
   第 2回 洪水管理の教育 
   第 3回 避難訓練 
   第 4回 洪水管理における構造物対

策 
   第 5回 応急処置 
   第 6回 早期警戒 
   第 7回 各世帯で実施可能な軽減策 
   第 8回 避難における注意点 
   第 9回 避難所での生活 
   第 10回 総括 

b) スポット CM 
・ 内容 ： 避難時の注意点などについての内容 
・ 頻度及び放送期間 ： 雨季の 3ヶ月に毎日 5回の 1分間  
・ テーマ（案） ： 1)早期警戒、2)各世帯で実施可能な軽

減策、3)避難時の注意点 
 3.3 ポスターに

よる洪水管

理の啓発活

動 

a) ポスターの作成 
・ 内容 ：3種類とし、1)水と食料の備蓄や避難時

に携行すべき物品、2)避難時の注意点及
び 3)早期警戒とする。 

b) 地方自治体への配布 
・ 部数 ：10,000部/種類 x 3種類  

出典：概略設計調査団 
 

(5) 実施リソースの調達方法及び活用方法 

現地リソースを活用することを基本とし、非構造物対策は現地 NGOにより実施する。MP調査
のパイロット事業において、「洪水管理についてのラジオ番組の実施」及び「ポスターによる洪水

管理の啓発活動の実施」を除くサブ・パッケージについては、現地 NGOにより実施された。さら
に、上記 2つのサブ・パッケージについてもポスター及びラジオ番組を作成した経験を有するNGO
が存在する。 

実施リソースの調達方法については、非構造物対策の規模がアフリカ諸国においてこれまでに

ない大規模であることに加えて、プロジェクトを円滑に実施するためには 24村における建設工事
及び各パッケージの活動との連携が必要となるため、邦人専門家による管理のもとで実施される

必要がある。したがって、調達代理機関が非構造物対策を管理する日系企業を調達し、同企業か

ら非構造物対策を実施する現地 NGOへ現地再委託形式により発注する。同企業は、非構造物対策
を管理するために邦人専門家及び現地専門家による管理チームを編成する。邦人専門家及び現地

専門家の役割及び派遣時期を以下に示す。 
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① 邦人専門家 

• 非構造物対策の全体管理及び実施工程の作成 

• 各パッケージの入札管理及び契約交渉 

• 各パッケージにおける技術指導及び評価 

• 上記活動を行うため、邦人専門家の投入量は合計 12MMとする。 

② 現地専門家 

• 各パッケージのモニタリング 

• 非構造物対策の実施における 24村及び関係機関との調整 

• プロジェクト対象地域が 24 村と多数であるため、2 名の現地専門家を登用する。各
専門家が県別に担当する。 

• 現地専門家の投入量は非構造物対策の入札準備段階から非構造物対策の終了時まで
とし、各専門家について 21MMとする。 

(6) 実施工程 

非構造物対策の実施工程における基本事項を以下に列記する。 

• 構造物対策の建設工事において支払われた労務費の一部を原資として、コミュニテ
ィ洪水管理組織の基金が形成される予定である。したがって、建設工事の開始以前

に同組織を設立し、財務管理の訓練を実施する必要がある。このため、パッケージ

1.1「コミュニティ洪水管理組織の構築」の開始時期を建設工事の開始時期から前倒
しとする。 

• パッケージ 1.2「構造物対策に関する維持管理訓練」及びパッケージ 2「コミュニテ
ィの洪水管理訓練の実施」の開始時期は、一部の村において構造物が整備された時

期とし、3月～5月の雨季後とする。 

• パッケージ 3.1「防災教育プログラムの実施」の開始時期は、3 月～5 月の雨季前に
防災教育を終了できるよう設定する。 

• パッケージ 3.2「洪水管理についてのラジオ番組の実施」の開始時期は長時間番組を
3月～5月の雨季前から放送を開始できるよう設定する。 

• パッケージ 3.3「ポスターによる洪水管理の啓発活動の実施」の開始時期は、雨季明
けにポスターを配布できるよう設定する。 

非構造物対策の実施工程を図 3.3に示す。 
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出典：概略設計調査団 

図 3.3 非構造物対策の実施工程

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 構造物対策 E/N締結 ▼

各種契約 ▼

詳細設計

事前審査および入札

契約締結 ▼

建設工事

2 非構造物対策（ソフトコンポーネント）

2.1 コミュニティ洪水管理組織の構築

(1) 入札・契約交渉

(2) 契約締結 ▼

(3) 月次報告書 ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

(4) 最終報告書（案） ▽

(5) 最終報告書 ▽

2.1.1 コミュニティ洪水管理組織の構築

(1) コミュニティの啓発（公聴会の開催） 1日/村x30人/村x24村

(2) CFMOの条例の作成 2日/村x30人/村x24村

(3) CFMOの組織化訓練 2日/村x30人/村x24村

(4) CFMOの財務訓練 1日/村x30人/村x24村

(5) CFMOおよびWRUAのプロポーザル作成の訓練 4日x4回

(6) 基金調達のマニュアル作成

(7) 看板の作成および設置

1) 目的および構成の協議

2) デザインおよび設置場所の協議 1日/村x24村

3) 看板の作成

4) 看板の設置

(8) 評価会議および満足度調査 1日/6村x4回

2.1.2 構造物対策に関する維持管理訓練

(1) 維持管理の訓練 3日/村x30人/村x24村

(2) フォローアップ 1ヶ月

(3) マニュアルの作成 5部x24村

2.2 コミュニティの洪水管理訓練

(1) 入札・契約交渉

(2) 契約締結 ▼

(3) 洪水管理訓練の実施（CFMOおよび選定された4日/村x50人/村x24村

(4) 洪水管理訓練の実施（WRUA） 3日x8人x1回

(5) 洪水管理計画のワークショップ 2日/村x50人/村x24村

(6) 洪水管理計画の最終化 5部/村

(7) 避難訓練の実施 1日/村x300人/村x24村

(8) 月次報告書 ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

(9) 最終報告書（案） ▽

(10) 最終報告書 ▽

2.3 プログラム3：防災教育および広報活動

(1) 入札および契約交渉

(2) 契約締結 ▼

(3) 月次報告書 ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ ▽

(4) 中間報告書 ▽

(5) 最終報告書（案） ▽

(6) 最終報告書 ▽

2.3.1 防災教育プログラム

(1) 教師用訓練マニュアルの作成

(2) 教員の訓練 4日x3人/校x16校(1回)

(3) 教師用訓練マニュアルの修正 5部/校x16校

(4) 教科書の作成(3,000部) 2日x1人/校x16校(1回)

(5) 防災教育の実施 1ヶ月

(6) 教育省および訓練士による評価

2.3.2 洪水管理についてのラジオ番組

(1) 長時間番組の作成 10種類

(2) 長時間番組の放送 60分x10回(1月～3月）

(3) スポットCMの作成 3種類

(4) スポットCMの放送 1分x5回/日(3月～5月）

2.3.3 ポスターによる洪水管理の啓発活動

(1) ポスターの代替案の作成 3種類x3案

(2) 代替案の選定および修正

(3) ポスターの印刷および配布 10,000部/種類x3種類

年

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 日本人 現地傭人

住民組織専門家（日本人） 12.0

非構造物対策管理者（現地傭人） 21.0

非構造物対策管理者（現地傭人） 21.0

合計 12.0 42.0

技術支援要員投入計画（案）

人月2009年 2010年 2011年



－3-28－ 

(7) 成果品 

非構造物対策における成果品をパッケージ別に表 3.18に示す。 

表 3.18 非構造物対策のパッケージ別の成果品 
パッケージ 成果品 

a)  月次報告書 ：6部/月 
b) 最終報告書案 ：6部 

1 コミュニティ洪水管理組
織の構築 

c) 最終報告書 ：6部 
d) モニタリング及び評価報告書 ：6部 
e) CFMOの条例 ：5部/村 
f) 資金調達プロポーザル作成のマニ
ュアル

：140部（5部/村及び 5部/WRUA） 

g) 掲示板（ハザードマップ） ：1ヶ所/村 
h) 掲示板（村内の避難経路） ：10ヶ所/村 

1.1 コミュニティ洪水管理組
織の構築 

i) 掲示板（避難所） ：1ヶ所/村 
j) 維持管理マニュアル ：5部/村 1.2 構造物対策に関する維持

管理訓練 k) 維持管理用器具 ：一輪車、ショベル、つるはし、バケ

ツ 
a)  月次報告書 ：6部/月 
b) 最終報告書案 ：6部 
c) 最終報告書 ：6部 
d) 洪水管理計画 ：5部/村 

2 コミュニティの洪水管理
訓練 

e) 避難訓練用機材 ：携帯用サイレン 
a)  月次報告書 ：6部/月 
b) 中間報告書 ：6部 
c) 最終報告書案 ：6部 

3 防災教育及び広報活動 

d) 最終報告書 ：6部 
e) 教師用訓練マニュアル ：5部/校（16校） 3.1 防災教育プログラム 
f) 教科書 ：3,000部 
g) 長時間番組 ：CD-Rom 3.2 洪水管理についてのラジ

オ番組 h) スポット CM ：CD-Rom 
3.3 ポスターによる洪水管理
の啓発活動 

i) ポスター ：10,000部/種類（3種類） 

出典：概略設計調査団 
 

(8) 相手国実施機関の責務 

 非構造物対策を実施するために必要となる相手国実施機関の責務は以下の通りである。 

• 住民との会合における立会い 

• プロポーザル作成の訓練におけるWRUAとの調整 

• ラジオの長時間番組への出演及び専門家との調整 

• 防災教育プログラムの実施における教育担当機関との調整（防災教育の評価、教師
用訓練マニュアルの作成及び教科書の配布などを含む） 

• ポスター配布における地方自治体を含む関係機関との調整 

3-2-4-8 実施工程  

本プロジェクトの実施期間は、交換公文（E/N）の締結後から約 23ヶ月間となる。同期間は詳
細設計及び入札に関する期間が含まれている。構造物対策の建設工事の期間は、設計方針にて示

した雨季における建設工事の不可能な期間を考慮し、約 17ヶ月間（完成検査を含む）とする。非
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構造物対策については、建設工事の開始前に住民組織の組織化を開始するため、実施期間は約 20
ヶ月間となる。本プロジェクトの事業実施工程を図 3.4に示す。 
 

出典：概略設計調査団 

図 3.4 事業実施工程表 
 

3-3 相手国側分担事業の概要 

 本プロジェクトを実施するために必要となる相手側分担事業は、以下の通りである。 

• 環境プログラム無償の調達ガイドラインに基づき、本プロジェクトの調達を実施す
ること。 

• 本プロジェクトに対する免税措置を行うこと。 

• 日本国内の外国為替公認銀行に口座を開設し、所要手数料を支払うこと。 

• 構造物対策の用地の提供ならびに構造物の維持管理を行うこと。 

• 構造物対策の所有権に関する関係機関との協議及び手続きを行うこと。 

• 構造物対策に関する環境影響評価（EIA）の承認を含む関連部局の許可の取得。 

• 本プロジェクトに従事する日本人及び第三国人（必要に応じて）の入国許可を行う
こと。 

• 本プロジェクトにおけるカウンターパートは水資源管理庁南部ビクトリア湖事務所
とし、本プロジェクトに常駐の担当者を配置すること。 

• 会議及び視察などに出席におけるキスム～ナイロビ間の移動を含む交通手段及び宿
泊に関わる手配及び費用負担。 

3-4 プロジェクトの運営・維持管理計画 

本プロジェクトにより整備される構造物の運営・維持管理は、非構造物対策により構築される

各村のコミュニティ洪水管理組織により実施される。同組織による運営・維持管理が困難となっ

た場合における公的支援として、実施機関である WRMA が主体となって関係機関との連携のも
と、同組織への支援を行う。本プロジェクトにおける運営・維持管理体制の概念図を図 3.5 に示
す。 

 22

入
札
業
務

1 2

技
術
支
援

施
工
・
調
達

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 21201917 18

(計 5.0ヶ月)

(計 20ヶ月)

準備工

井戸工事

建築工事

土木工事
(計 １４ヶ月)

詳細設計

入札図書作成
公示

入札図書配布－入札

交渉・評価

実施者選定
技術支援
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出典：概略設計調査団 

図 3.5 運営・維持管理体制 
 

各構造物の維持管理の作業内容及び頻度を表 3.19 に示す。手押ポンプの定期点検については、
コミュニティ洪水管理組織により実施されるものとコミュニティ洪水管理組織に依頼された派遣

技術者が行うものの 2種類を想定する。 

表 3.19 維持管理計画 
構造物 維持管理作業の内容 頻度 

避難所 • 屋根及び樋の定期点検 
• 水槽の清掃 
• 屋内及び屋外の清掃 

• 最小 2回/年（2回の雨季前） 
• 最小 2回/年（2回の雨季前） 
• 随時 

トイレ • 屋内及び屋外の清掃 • 随時 
井戸 • 住民組織による手押ポンプの定期

点検 
• 派遣技術者による手押ポンプの定
期点検 

• 1回/年 
 
• 1回/年 

カルバート • カルバート内の堆積物の除去 
• 道路表面を一定にするための土砂
の埋め戻し 

• 最小 4回/年（2回の雨季の前後）
• 最小 4会/年（2回の雨季の前後）

堰 • 堰の上流側の堆積物の除去 • 最小 4回/年（2回の雨季の前後）
人道橋 • 橋の上流側の堆積物の除去 

• 塗装 
• 最小 4回/年（2回の雨季の前後）
• 5年に 1回 

出典：概略設計調査団 
 

水資源管理庁

（WRMA）

水資源使用組合（WRUA）

コミュニティ洪水管理組織（CFMO）

水サービス信用基金

（WSTF）

避難所

井戸

トイレ 倉庫避難場所

人道橋

カルバート

堰

避難経路

本プロジェクトによる構造物対策

公的支援

運営・維持管理

維持管理資金（案）

（資金提供）

（プロポーザルの申請）

（審査済みプロポーザルの申請）

修復資金（案）

1.人夫代の寄付

2.井戸の使用料
3.住民組織への登録料および月額
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3-5 プロジェクトの概略事業費  

3-5-1 協力対象事業の概略事業費  

本プロジェクトを実施する場合に必要となる事業費総額は 4.89億円となり、先に述べた日本と
ケニアとの負担区分に基づく双方の経費内訳は、下記（3）に示す積算条件によれば、次のとおり
と見積もられる。ただし、この額は交換公文上の供与限度額を示すものではない。 

(1) 日本側負担経費 

概略事業費 約 489百万円 

表 3.20 概略事業費総括表 
内 容 事業費（百万円） 

I 建設費 217
II 技術支援費 102
III 設計施工監理費 92
IV 調達代理機関費 71
合計 482
出典：概略設計調査団 
 

(2) ケニア側負担経費 450 万 Ksh（約 666 万円） 

① カウンターパートの派遣 ：  352万 Ksh（約 521万円） 

② 仮設ヤードの借地 ：  88万 Ksh（約 130万円） 

③ 銀行手数料  ：  10万 Ksh（約 15万円） 

(3) 積算条件 

① 積算時点 ： 平成 20年 11月 

② 為替交換レート ： 1USD=105.71円 

   1Ksh=1.480円 

③ 施工・調達期間 ： 詳細設計及び建設工事の期間は実施工程に示した
とおり。 

④ その他 ： 積算は日本国政府の無償資金協力の制度を踏まえ
て行うこととする。 

3-5-2 運営・維持管理費  

 前節にて示したとおり、本プロジェクトにより整備される構造物の運営・維持管理は住民組織

により実施される。運営・維持管理の資金については、パイロット事業と同様に建設工事に従事

した住民へ支払われる人夫代の 10%を住民組織へ寄付することを想定する。さらに、住民組織へ
の登録料ならびに井戸の使用料についても資金源として想定する。前者については、既存の住民

組織において、登録料として 50～200Ksh/世帯ならびに更新料として月額 20～50Ksh/世帯が集金
されている。本プロジェクトの非構造物対策において実施される財務管理の訓練において、構造

物対策の維持管理を含めた財務計画を作成し、住民組織の資金に関する合意形成を図る。さらに、

非構造物対策では住民組織を対象として、プロポーザル作成の訓練を実施する。水サービス信用
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基金からの資金調達を図るためのプロポーザル作成の訓練である。両訓練を実施することにより、

維持管理を含めた財務計画が作成される。 

手押ポンプは定期的な検査及び更新が必要となる。手押ポンプの耐用年数は、維持管理を正し

く行えば 8 年間と言われている。住民組織レベルでの維持管理を 6 ヶ月ごとに行い、1 年ごとに
定期検査を住民組織が調達する業者派遣技術者により行った場合、耐用期間における組合及び業

者による維持管理の回数はそれぞれ 8回となる。維持管理費の年平均額は Ksh 20,829となる。手
押ポンプの維持管理費及び第 3-4節にて示した維持管理項目の概算費用を表 3.21に示す。 

表 3.21 維持管理費 
項目 必要額（Ksh） 頻度 維持管理費（Ksh/年)

避難所 
 屋根及び樋の定期点検 
 水槽の清掃 

1,200 2回/年 2,400

カルバート 
 カルバート内の堆積物の除去 
 道路表面を一定にするための土砂の埋め戻し

1,200 4回/年 4,800

堰（堰の上流側の堆積物の除去） 1,200 4回/年 4,800
人道橋 
 橋の上流側の堆積物の除去 1,200 4回/年 4,800
 塗装 4,800 1回/5年 960
手押しポンプ 
 ポンプ価格 65,000 1回/8年 8125
 組合レベル維持管理スペアパーツ代 1,190 1回/年 1,190
 派遣技術者維持管理スペアパーツ代 10,514 1回/年 10,514
 派遣費 1,000 1回/年 1,000
 合計 20,829
出典：概略設計調査団 
 

3-6 協力対象事業実施に当たっての留意事項 

 本プロジェクトを円滑に実施するに当たっての留意事項を以下に列記する。 

• 第 3-2-4-7（8）節に示された非構造物対策における相手国実施機関の責務について、
ケニア政府が遅延無く行うこと。 

• 第 3-3節に示された相手国側分担事業について、ケニア政府が遅延無く行うこと。 

• 第 3-5節に示されたプロジェクトの概算事業費における相手国負担側分について、ケ
ニア政府が予算を確保すること。 

• 水資源管理庁は建設事業に関する調達の経験を有していない。本プロジェクトの実
施工程から遅延することのないよう、調達代理機関からの依頼に従い、会議及び承

認などの手続きを円滑に実施すること。 

 

 

 



 

 

第 4章 プロジェクトの妥当性の検証 
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第 4章 プロジェクトの妥当性の検証  

4-1 プロジェクトの効果 

本プロジェクトの実施による直接効果及び間接効果を表 4.1に示す。 

表 4.1 プロジェクトによる直接効果及び間接効果 
現状と問題点 協力対象事業での対策 直接効果 間接効果 

• プロジェクト対象地域
である 24 村はニャン
ド川流域下流部に位置

する洪水頻発地域であ

る。 
• 24村は最貧困率の高い
ニャンド県及びキスム

県に属する最貧困地域

である。 
• 気候変動の影響による
洪水被害の増大が懸念

されている。 
• 24村の持続的な経済成
長を図るうえで、洪水

対策を早急に実施する

ことが必要である。 

• 構造物対策により、24
村における避難場所及

び避難経路を改善する。

• 非構造物対策により 24
村において、コミュニテ

ィ洪水管理組織を構築

する。 
• 両対策により、24 村に
おける洪水管理体制を

構築する。 

• ニャンド県及びキスム
県の 24 村（住民：約 2
万人）の洪水被害に対す

る防災能力が改善され

る。 
• ニャンド川流域におい
て、洪水管理に関する住

民の知識が向上し、防災

活動が幅広く促進され

る。 

• 地域の経済発展の基盤
守られる。 

• 気候変動の影響による
自然災害が軽減され

る。 

出典：概略設計調査団 

4-2 課題・提言 

4-2-1 相手国側の取り組むべき課題・提言  

 本プロジェクトの効果が発現及び持続するために相手国側が取り組むべき課題及び提言につい

て示す。 

(1) 住民組織に対する公的支援 

 本プロジェクトの非構造物対策において、コミュニティ洪水管理組織を構築し、構造物対策の

維持管理ならびに財務管理に関する訓練を実施する。同訓練を通じて、住民組織による運営・維

持管理体制は構築されるが、同組織により対応が困難な状況が発生した場合には公的支援が必要

となる。かかる状況において、各構造物の所有権を有するケニア政府の公的機関が住民組織を技

術面及び資金面において支援することが必要である。 

(2) 防災教育及び広報活動の継続 

 本プロジェクトの非構造物対策において、防災教育、ラジオ番組の放送及びポスターの作成な

どを実施する。本プロジェクトの終了後においても、ケニア政府がこれらのプログラムを継続的

に実施することが必要である。防災教育については、防災教育を学校教育のカリキュラムに位置

づけるとともに、教師用訓練マニュアル及び小学生用教科書を他の村への普及を図る。ラジオ番

組については、長時間番組及びスポット CM の定期的な放送を図る。さらに、洪水管理に関する
ポスターの更新及び配布を図る。 
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(3) 本プロジェクトの経験を他の村へ展開 

 本プロジェクトにおける構造物対策及び非構造物対策は、現地のリソースにより実施されるも

のである。ケニア政府が現地リソースを活用し、本プロジェクトの経験を他の村へ展開すること

が必要である。 

4-2-2 技術協力・他ドナーとの連携 

 ケニア赤十字がニャンド川流域において洪水管理を目的としたプログラムを検討中である。非

構造物対策を中心とした支援内容を想定している。本プロジェクトにおいて同流域の 24村を対象
とし、ケニア赤十字において他の村を対象とすることにより、同流域の各村の洪水管理体制が構

築されることが望ましい。 

4-3 プロジェクトの妥当性 

 本プロジェクトの妥当性を判断するに当り、本プロジェクトは以下の観点から妥当であると考

えられる。 

• 本プロジェクトによる裨益対象者は、最貧困率の高いニャンド県及びキスム県に属
するプロジェクト対象地域の住民である。プロジェクト対象地域は 24村を含み、約
2万人の人口を有する。 

• 本プロジェクトの目標は、プロジェクト対象地域において住民組織を中心とした洪
水管理体制を構築することである。同地域はニャンド川流域の下流部に位置し、洪

水の頻発している地域である。同地域の経済成長及び貧困削減を図るうえで、洪水

管理体制を早期に構築する必要がある。 

• 本プロジェクトにおいて整備される構造物対策は、現地にて一般的に採用されてい
る工法を採用する。本プロジェクトの非構造物対策において、住民組織を対象とし

た維持管理及び財務管理に関する訓練を実施し、住民組織による運営・維持管理体

制が構築される。 

• 第 9 次国家開発計画を含む国家計画において、持続的な経済成長及び貧困削減が最
重要課題として位置づけられている。本プロジェクトは、最貧困地域であり、洪水

氾濫地域であるプロジェクト対象地域において洪水管理体制を構築することにより、

同地域における経済発展に寄与することを上位目標としており、国家計画の方針に

整合する。 

• 本プロジェクトは、プロジェクト対象地域において住民組織を中心とした洪水管理
体制の構築を目的としている。同地域の防災システムの改善に寄与するものであり、

収益を目的としたプロジェクトではない。 

• 本プロジェクトにおいて整備される構造物対策は、小規模な施設であり、住民から
の要望を踏まえて計画されたものである。本プロジェクトによる環境社会面におけ

る負の影響は予見されない。 

• 我が国の環境プログラム無償資金協力の制度に関して、ケニア政府と合意書を締結
済みである。本プロジェクトは同制度に従って実施することが可能である。 



－4-3－ 

4-4 結論 

本プロジェクトは、構造物対策及び非構造物対策を一体的に実施することにより、プロジェク

ト対象地域において洪水管理体制が整備される。同地域の住民の防災安全性を改善し、経済成長

に寄与するものであることから、我が国の環境プログラム無償資金協力を実施することの妥当性

が確認される。さらに、本プロジェクトの運営・維持管理においても、非構造物対策の実施によ

り運営・維持管理体制が構築され、問題ないものと考察される。しかし、本プロジェクトの持続

性を確保し、発展させるためには第 4-2-1節にて示した事項についてケニア政府が取り組む必要が
ある。 
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資料 1 調査団員氏名 

第一次現地調査 

氏名 所属 担当 

石渡 幹夫 国際協力機構 国際協力研修所 
国際協力専門員 団長 

村尾 昌敏 日本国際協力システム 業務第一部 
施設第一課 副課長 調達管理 

松浦 象平 国際協力機構 地球環境部 
水資源・防災グループ 防災第一課 計画管理 

十倉 将 日本工営株式会社 業務主任/防災計画 

早川 知邦 日本工営株式会社 施設設計 

船原 拓也 日本工営株式会社 施工計画／調達計画／積算 
 

第二次現地調査 

氏名 所属 担当 

高橋 嘉行 国際協力機構 ケニア事務所長 団長 

松浦 象平 国際協力機構 地球環境部 
水資源・防災グループ 防災第一課 計画管理 

十倉 将 日本工営株式会社 業務主任/防災計画 
 
 



資-2 

資料 2 調査行程 

第一次現地調査[2008 年 11 月 29 日～12 月 19 日] 

No 月日 曜日 移動 宿泊地 活動内容 
1 11/29 土 十倉：羽田～関空～ドバイ 機中泊  
   早川：名古屋～ドバイ 機中泊  
   船原：ホーチミン～ドーハ 機中泊  

2 11/30 日 十倉：ドバイ～ナイロビ ナイロビ 契約署名（地形測量） 
   早川：ドバイ～ナイロビ～キスム キスム  
   船原：ドーハ～ナイロビ～キスム キスム  

3 12/1 月 十倉：ナイロビ～キスム キスム 表敬訪問及び打合せ（JICA事務所、
MWI、WRMA、現地雇用員） 

   （早川/船原） キスム 団内打合せ、現地調査準備 
4 12/2 火 村尾：羽田～関空～ドバイ 機中泊  
   （十倉/早川/船原） キスム 現地調査（概略設計及び事業費積算） 

5 12/3 水 村尾：ドバイ～ナイロビ ナイロビ 表敬訪問（JICA事務所） 
   （十倉/早川/船原） キスム 現地調査（概略設計及び事業費積算） 

6 12/4 木 （村尾） ナイロビ 表敬訪問及び打合せ（MWI、WRMA）
   （十倉/早川/船原） キスム 現地調査 

7 12/5 金 （村尾） ナイロビ 打合せ（財務省） 
   （十倉/早川/船原） キスム 現地調査（概略設計及び事業費積算） 

8 12/6 土 石渡/松浦：羽田～関空～ドバイ 機中泊  
   （村尾） ナイロビ 報告書案の作成 
   （十倉/早川/船原） キスム 現地調査（サイトの視察） 

9 12/7 日 石渡/松浦：ドバイ～ナイロビ ナイロビ 団内打合せ 
   （村尾） ナイロビ 団内打合せ 
   十倉：キスム～ナイロビ ナイロビ 事業計画の検討（非構造物対策） 
   （早川/船原） キスム 現地調査（概略設計及び事業費積算） 

10 12/8 月 （石渡/村尾/松浦/十倉） ナイロビ PWG会議及び SC会議（MP調査） 
   （早川/船原） キスム 現地調査（概略設計及び事業費積算） 

11 12/9 火 （石渡/村尾/松浦/十倉） ナイロビ 先方政府との合意書の協議 
   （早川/船原） キスム 現地調査（概略設計及び事業費積算） 

12 12/10 水 石渡/村尾/松浦/十倉：ナイロビ～キスム キスム 先方政府との合意書の署名、打合せ（大

使館） 
   （早川/船原） キスム 現地調査（概略設計及び事業費積算） 

13 12/11 木 （石渡/村尾/松浦） キスム ワークショップ及び合意書の署名（MP
調査） 

   （十倉/早川/船原） キスム 現地調査（概略設計及び事業費積算） 
14 12/12 金 （石渡/村尾/松浦/十倉） キスム 現地調査（サイトの視察） 
   （早川/船原） キスム 現地調査（概略設計及び事業費積算） 

15 12/13 土 （石渡/村尾/松浦/十倉） キスム 現地調査（サイトの視察） 
   （早川） キスム 現地調査（概略設計） 
   船原：キスム～ナイロビ ナイロビ 現地調査（事業費積算） 

16 12/14 日 （石渡/村尾/松浦/十倉） キスム 現地調査（サイトの視察） 
   （早川） キスム 現地調査（概略設計） 
   （船原） ナイロビ 現地調査（事業費積算） 

17 12/15 月 石渡/村尾/松浦：キスム～ナイロビ ナイロビ 現地調査（団内打合せ） 
   （十倉/早川） キスム 現地調査（団内打合せ及び概略設計） 
   （船原） ナイロビ 現地調査（事業費積算） 

18 12/16 火 石渡/村尾/松浦：ナイロビ～ドバイ 機中泊 帰国報告（JICA事務所、大使館） 
   十倉/早川：キスム～ナイロビ ナイロビ 現地調査（概略設計） 
   （船原） ナイロビ 現地調査（事業費積算） 

19 12/17 水 石渡/村尾/松浦：ドバイ～関空～羽田   
   （十倉/早川/船原） ナイロビ 帰国報告（JICA事務所）、現地調査 

20 12/18 木 十倉/早川：ナイロビ～ドバイ 機中泊 現地調査（報告書の作成） 
   船原：ナイロビ～ドーハ 機中泊 現地調査（報告書の作成） 
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21 12/19 金 十倉/早川：ドバイ～関空～羽田   
   船原：ドーハ～ホーチミン   

注：MWI：水灌漑省（Ministry of Water and Irrigation）、WRMA：水資源管理庁（Water Resource Management Authority） 
 

第二次現地調査[2009 年 1 月 31 日～2月 8日] 

No 月日 曜日 移動 宿泊地 活動内容 
1 1/31 土 村尾：名古屋～ドバイ 機中泊  
   十倉：羽田～関空～ドバイ 機中泊  

2 2/1 日 松浦：羽田～関空～ドバイ 機中泊  
   村尾/十倉：ドバイ～ナイロビ ナイロビ  

3 2/2 月 松浦：ドバイ～ナイロビ ナイロビ 打合せ（JICA事務所） 
   （村尾/十倉） ナイロビ 表敬訪問（MWI、WRMA）、打合せ（JICA

事務所） 
4 2/3 火 （松浦/村尾/十倉） ナイロビ 表敬訪問（大使館）、打合せ（MWI、

WRMA） 
5 2/4 水 （松浦/村尾/十倉） ナイロビ 報告書の説明及び協議（MWI、WRMA）
6 2/5 木 （松浦/村尾/十倉） ナイロビ 合意書の説明及び協議（MWI、WRMA）
7 2/6 金 松浦：ナイロビ～ドバイ 機中泊 先方政府との合意書の署名、帰国前報告

（大使館） 
   （高橋/村尾/十倉） ナイロビ 同上 

8 2/7 土 松浦：ドバイ～関空～羽田   
   村尾/十倉：ナイロビ～ドバイ 機中泊  

9 2/8 日 村尾/十倉：ドバイ～関空～羽田   
注：MWI：水灌漑省（Ministry of Water and Irrigation）、WRMA：水資源管理庁（Water Resource Management Authority） 
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資料 3 関係者（面会者）リスト 

Ministry of Water and Irrigation（MWI：水灌漑省） 
David STOWER Permanent Secretary 
Jon Rao NYAORO Director of Water Resources 
R. K. GANKA Director of Irrigation 
Patrick OLOO Deputy Director 
K. W. MWATHI Kenya Meteorological Department 
I.G. KIMANI Head/Asia & Pacific Desk 
Tom OGALO  
 
Water Resource Management Authority（WRMA：水資源管理庁） 
John P. OLUM Chief Executive Officer 
Joseph M. KINYUA Operation Manager 
REBECCA Procurement Manager 
  
Water Resource Management Authority- Lake Victoria South Catchment Area
（WRMA-LVSC：水資源管理庁南部ビクトリア湖流域事務所） 
Margaret A. ABIRA Regional Manager 
Withs O MEMO Counterpart for the Study on Integrated Flood Management for 

Nyando River Basin 
  
Embassy of Japan（日本大使館） 
鈴木 武彦（Takehiko SUZUKI) 経済協力班一等書記官（First Secretary, Head of Economic 

Cooperation Section） 
大仲 幸作（Kosaku ONAKA） 経済協力班二等書記官（Second Secretary, Economic Corporation 

Section） 
  
JICA Kenya Office（JICAケニア事務所） 
高橋嘉行 
（Yoshiyuki TAKAHASHI) 

ケニア事務所長 
（Chief Representative） 

岩元 進 
（Susumu IWAMOTO） 

上席次長 
（Principal Senior Representative） 

井上 陽一 
（Yoichi INOUE） 

環境分野担当及びエリトリア国担当 
（Assistant Resident Representative, Environment and Eritrea） 

中澤 敏之 
（Toshiyuki NAKAZAWA） 

インフラ担当 
（Assistant Resident Representative） 

Jon N. Ngugi Senior Programme Officer (Environment & Water) 
  
JICA Regional Support Office for Africa（JICAアフリカ地域支援事務所） 
倉科 芳朗 
（Yoshiro KURASHINA） 

所長 
（Representative） 

  
NGO 
Ben O. OKECH Project Manger, CARE Kenya 
Pamela INDIAKA Regional Manager, KENYA RED CROSS（ケニア赤十字） 
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資料 4 討議議事録（M/D） 

4.1 第一次現地調査におけるケニア政府との合意書 
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4.2 第二次現地調査におけるケニア政府との合意書 
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4.3 本プロジェクトに対する 24 村との合意書 

(1) ラエ・カニャイカ 
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(2) モウレム 



資-107 

(3) ブワンダ 
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(4) オテラ 
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(5) カムガ 
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(6) オヨラ 
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(7) カニャンゴ 
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(8) コムワガ 
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(9) コウィティ 
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(10) カムゲット・ウグウェ 
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(11) コプド 
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(12) カニアオモ 
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(13) コラル 
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(14) ワシエセ 
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(15) カマガガ 
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(16) ワンガヤ・モンバサ 
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(17) アチュオドホ 
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(18) ワケシ 
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(19) コジエム 
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(20) カニルム 
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(21) カディカ 
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(22) ニャチョダ 
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(23) マスネ 
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(24) コジュンガ 
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資料 5 事業事前評価表 

1. 案件概要表 

ケニア共和国気候変動への適応のためのニャンド川流域洪水対策計画 

2. 要請の背景 

 ケニア政府は第 9次国家計画（2002-2008）において、国家政策の最重要課題として持続的な
経済成長及び貧困削減を目的とした効率的な管理を掲げている。プロジェクト対象地域の属す

るキスム県及びニャンド県の最貧困率は、それぞれ 53%及び 69%であり、国内平均の 50%を超
過しており、最貧困率の改善が求められている。両県の主要な産業は農業であるが、両県の位

置するニャンド川流域では 3月から 5月及び 11月の雨季に洪水が頻発しており、経済成長の障
害となっている。他方、プロジェクト対象地域を含むビクトリア湖の周辺地域において、気候

変動の影響により日降雨量の 50mmを超過する降雨日数の増加が指摘されており、洪水被害の
増大が危惧されている。 

上記の状況を鑑み、JICA による技術支援としてニャンド川流域統合洪水管理計画調査（MP
調査）が実施された。同調査はニャンド川流域の洪水管理計画の作成及びパイロット・プロジ

ェクトの実施を通じた洪水管理に関わる組織強化を目的として実施され、2008 年 12 月に現地
調査を終了した。MP調査において、洪水氾濫実績図が作成され、洪水被害の甚大である 24の
村が選定された。 

ケニア政府は、MP調査の結果を踏まえ、ニャンド県及びキスム県に位置する 24の村を対象
とした「気候変動への適応のためのニャンド川流域洪水対策計画」について、環境プログラム

無償資金協力による実施を日本政府へ要請した。 

本プロジェクトは、プロジェクト対象地域における持続的な経済成長と貧困削減の達成を上

位目標とし、同地域における住民組織を中心とした洪水管理体制を構築することをプロジェク

ト目標とする。プロジェクト目標を達成するために、本プロジェクトは 24村における洪水管理
に関する構造物対策及び非構造物対策を一体的に実施するものである。 

3. プロジェクト全体計画概要 

(1) プロジェクト全体計画の目標（裨益対象の範囲及び規模） 

① ニャンド県及びキスム県の 24村（住民：約 2万人）の洪水被害に対する防災能力が改
善される。 

② ニャンド川流域において、洪水管理に関する住民の知識が向上し、防災活動が幅広く促
進される。 

《裨益対象の範囲及び規模について》 

ケニア国 ニャンザ州 キスム県の 12村 10,553人 
（12村の内訳：ラエ・カニャイカ、モウレム、ブワンダ、オテラ、カムガ、オヨラ、カニャンゴ、
コムワガ、コウィティ、カムゲット・ウグウェ、コプド、カニアオモ） 

            ニャンド県の 12村 11,536人 
（12 村の内訳：コラル、ワシエセ、カマガガ、ワンガヤ・モンバサ、アチュオドホ、ワケシ、コ
ジエム、カニルム、カディカ、ニャチョダ、マスネ、コジュンガ） 

 合計 22,089人 （2008年推計）
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(2) プロジェクト全体計画の成果 

① プロジェクト運営体制が整備される。 

② 住民組織による洪水管理体制が構築される。 

③ プロジェクト対象地域において避難関連施設が整備される。 

(3) プロジェクト全体計画の主要活動 

① 避難場所及び避難経路を整備する。 

② 住民組織による洪水管理体制を構築するための技術支援を実施する。 

③ プロジェクト運営のための人員を配置する。  

(4) 投入 

① 日本側（=本案件）：環境プログラム無償資金協力 4.82億円 

② 相手国側 

ア 必要な人員：10名 

イ 施設の運営・維持管理に係る経費：0.5百万円/年 

(5) 実施体制 

主管官庁：水灌漑省（MWI） 

実施機関：水資源管理庁（WRMA） 

4. 無償資金協力案件の内容 

(1) サイト 

 ケニア国ニャンザ州キスム県の 12村及びニャンド県の 12村 

(2) 概要 

① 避難場所の整備（井戸、避難所、トイレ及び倉庫） 

② 避難経路の整備（カルバート、人道橋及び堰） 

③ 住民による洪水管理組織の構築に関わる技術支援 

(3) 相手国側負担事項 

① 建設用地の確保及び維持管理の実施 

(4) 概略事業費 

 概略事業費 4.89億円（環境プログラム無償 4.82億円、ケニア国側負担 0.07億円） 

(5) 工期 

詳細設計・入札期間を含めて約 23ヶ月 2009年 6月～2011年 3月 

(6) 貧困、ジェンダー、環境及び社会面の配慮 

プロジェクト対象地域を含むキスム県及びニャンド県の最貧困率は国内平均を超過し

ている。本プロジェクトの実施において、プロジェクト対象地域における雇用促進を図る
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ため、人夫として住民を雇用するよう配慮する。 

5. 外部要因リスク 

① プロジェクト対象地域の治安が悪化しない。 

② 例年にない甚大な降雨及び洪水が発生しない。 

6. 過去の類似案件からの教訓の活用 

特になし。 

7. プロジェクト全体計画の事後評価に係る提案 

(1) プロジェクト全体計画の目標達成を示す成果指標 
成果指標 現状（2008年） 計画（2011年） 

コミュニティ洪水管理組織の登録者数 0人 10,000人
本プロジェクトにより建設される避難所の利用者数 0人 320人
本プロジェクトにより建設される井戸の利用者数 0人 5,000人
防災教育を受講した児童数（4～7年生） 0人 2,693人
洪水管理に関するラジオ放送のプログラム数 なし 10種類

 

(2) 評価のタイミング 

 2011年 3月以降（本プロジェクトの終了時） 
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資料 6 参考資料／収集資料リスト 

調査名： ケニア国気候変動への適応のためのニャンド川流域洪水対策計画概略設計調査 
(1/1) 

番

号 
名称 形態 

図書・ビデオ・

地図・写真等 

オリジナ

ル･コピー
発行機関 発行年

1 水資源管理庁の組織図 図書 コピー 水資源管理庁 - 

2 水資源管理庁の財政データ 図書 コピー 水資源管理庁 - 

3 水資源管理庁の登録建設業者の定義及び業者のリスト 図書 コピー 水資源管理庁 - 

4 水灌漑省の登録建設業者の定義 図書 コピー 水灌漑省 - 

5 公共事業省の登録建設業者の定義 図書 コピー 公共事業省- - 

6 NATIONAL DISASTER MANAGEMENT POLICY 電子ファイル コピー 大統領府 2006 

7 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING, 
WATER RESOURCES MANAGEMENT 
AUTHORITY AND  
WATER SERVICES TRUST FUND (WSTF) 

電子ファイル コピー 水資源管理

庁 
2006 

8 NATIONAL WATER RESOURCE MANAGEMENT 
STRATEGY 

電子ファイル コピー 水灌漑省 2006 

9 LAKE VICTORIAL SOUTH CATCHMENT WATER 
RESOURCES ANNUAL REPORT 

電子ファイル コピー 水資源管理庁 2006 

10 THE WATER ACT 2002 
WATER RESOURCES MANAGEMENT RULES 
(2006) 

電子ファイル コピー 水資源管理庁 2006 

11 CATCHMENT MANAGEMENT STRATEGY 電子ファイル コピー 水資源管理庁 
南部ビクトリ

ア湖流域事務

所 

2006 

12 ECONOMIC SURVEY 図書 コピー ケニア国家

統計局 
2008 

13 標準入札関連図書（一式） 電子ファイル コピー 公共調達 
監督庁 

- 

14 FINAL REPORT, GEOTECHNICAL AND DRILLING 
INVESTIGATOIN, SONDU/MIRIU 
HYDOROPOWER PROJECT 

図書 コピー ケニア発電

公社 
- 

15 BS5950: STRUCTURAL USE OF STEELWORK IN 
BUILDING 

図書 コピー BS協会 1990 

16 BS 6399: DESIGN LOADING FOR BUILDINGS 図書 コピー BS協会 1984 

17 BS8110: STRUCTURAL USE OF CONCRETE 図書 コピー BS協会 1997 

18 CODE OF PRACTICE FOR DESIGN & 
CONSTRUCTION OF BUILDINGS & OTHER 
STRUCTURES IN RELATION OT EARTHQUAKES 

図書 コピー ケニア建築

センター 
1973 

19 CURRENT CONSTRUCTION COST RATES 図書 コピー 公共事業省 2007 
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